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午前１０時００分 開会   

 

◎開会・開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

ただいまの出席議員は１３名でありま

す。 

定足数に達しておりますので、令和４年

第１１回美幌町議会定例会を開会します。 

これから、本日の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名委員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１番戸澤義典さん、２番藤

原公一さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 会期の

決定についてを議題とします。 

去る１１月２９日に議会運営委員会を開

きましたので、委員長から報告を求めま

す。 

１３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 〔登壇〕 令和

４年第１１回美幌町議会定例会の開会に当

たり、去る１１月２９日、議会運営委員会

を開催しましたので、その内容と結果につ

いて報告いたします。 

本定例会に付議された案件は、議案１２

件、報告事項４件ほかであります。 

本日１２月６日、第１日目は、初めに町

長から行政報告を受けます。 

その後、一般質問に入りますが、通告順

に稲垣淳一さん、藤原公一さん、木村利昭

さん、松浦和浩さんの４名を予定しており

ます。 

第２日目、１２月７日は、前日に引き続

き一般質問を行い、私、馬場博美、坂田美

栄子さん、伊藤伸司さん、大江道男さんの

４名を予定しています。 

第３日目、１２月８日は、前日に引き続

き一般質問を行い、髙橋秀明さん、上杉晃

央さん、岡本美代子さんの３名を予定して

います。 

その後、総務福祉常任委員会及び経済教

育常任委員会より事務調査結果報告があり

ます。 

第４日目、１２月９日は、議案審議へと

入り、議案第６９号個人情報の保護に関す

る法律の改正に伴う関係条例の整備に関す

る条例制定についてから議案第８０号令和

４年度美幌町病院事業会計補正予算（第４

号）についてまでの議案審議を行い、その

後、報告案件などを予定しています。 

次に、本定例会において意見書の提出を

求める陳情を１件受理していますので、そ

の取扱いについて報告いたします。 

北海道子どもの健康を考える会北海道支

部からの子どもの新型コロナウイルス感染

症対策緩和を求める意見書提出についての

陳情については、資料配付の措置といたし

ました。 

以上のとおり審議を進めることとし、会

期を本日１２月６日から１２月９日までの

４日間といたします。 

なお、審議の進行状況によっては、日程

を変更する場合もありますので、議員及び

行政職員各位におかれましては、御理解と

御協力をお願いいたします。 

また、本定例会からタブレット端末機を

本格運用することとし、ノートパソコンな

ど貸与タブレット端末機以外の議場への持

込みについて許可いたしますので、御承知

おき願います。 

慎重なる審議に皆さんの協力をお願いす

るとともに、行政職員の皆さんには、真摯

な答弁と対応をお願い申し上げて、議会運

営委員会委員長としての報告といたしま

す。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 
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ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、本定例会の会期を本日

から１２月９日までの４日間としたいと思

いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

したがって、会期は本日から１２月９日

までの４日間と決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

本日の会議につきましては、配信してお

ります議事日程のとおりであります。 

朗読については、省略させていただきま

す。 

次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましても、配

信しておりますので御了承願います。 

なお、上杉議員、所用のため本日欠席の

旨、松本選挙管理委員会委員長、千葉農業

委員会会長、所用のため明日以降欠席の

旨、それぞれ届出がありました。 

また、本定例会中、議会広報及び町広報

用のため写真撮影を行いますので、御了承

願います。 

なお、報道機関の写真撮影及びパソコン

の使用を許可しておりますので、あわせて

御承知おき願います。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第３ 行政報告  

○議長（大原 昇君） 日程第３ 行政報

告について。 

町長から行政報告があります。 

町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 本日、

ここに令和４年第１１回美幌町議会定例会

が開催されるに当たり、御出席を賜りまし

た議員各位に対しまして、心から感謝いた

しますとともに、行政報告と提出案件の概

要について御説明申し上げます。 

行政報告といたしましては、第１に、御

寄附・御寄贈についてであります。 

去る９月１日、株式会社道央環境センタ

ー様から、町のために役立てていただきた

いと１００万円の御寄附をいただいたとこ

ろであります。 

また、美幌ロータリークラブ様から、９

月２４日に開催された創立６０周年記念式

典での寄贈式に先立ち、９月５日に行事用

テント４張（１８０万円相当）を御寄贈い

ただいたところであります。 

御厚志をありがたくお受けし、御趣旨に

沿って活用してまいります。 

第２に、新型コロナウイルスワクチン接

種についてであります。 

北海道における新型コロナウイルスの新

規感染者数は、１１月１５日に初めて１万

人を超え、その後も過去最多を更新するな

ど増加傾向が続いております。 

今後も続くようであれば、第８波につな

がる可能性があるほど感染が急拡大してお

り、特にオホーツク地域の新規感染者数

は、全道的にも多い状況にあります。 

本町における感染者の状況は、９月２６

日からの全数把握見直しに伴い公表内容が

変更され、現在、発生届出の対象数のみが

公表されていますが、１０月１８日からの

１週間で１６名、１０月２５日からの１週

間で１４名、１１月１日からの１週間で２

６名、１１月８日からの１週間で４４名の

感染者数が確認されており、感染拡大が懸

念されているところであります。 

感染の傾向としましては、９月以降、児

童や生徒など子供たちの感染が多く確認さ

れている状況にあり、臨時休園、学級閉鎖

とするなどの感染拡大防止策を講じている

ところであります。 
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感染が増加している理由としましては、

夜間滞留人口の増加など人の動きが活発化

していること、気温の低下により室内換気

がしにくくなったこと、ワクチン接種等に

より獲得した免疫が低下していることなど

が挙げられ、道は、インフルエンザとの同

時流行が懸念されることから、外来の医療

体制の強化、入院患者数の増加に対応する

ための病床のさらなる確保、施設のクラス

ター対策の強化を図るため、日本ＤＭＡＴ

（災害派遣医療チーム）への医師派遣要請

を行うなど感染拡大に対応することとして

います。 

新型コロナウイルス感染症への有効な対

策は、一人一人がしっかりとした感染対策

を行うことであると考えております。 

本町におけるオミクロン株対応ワクチン

の接種については、美幌医師会をはじめ、

各方面の皆様の御協力のもと、５９歳以下

の一、二回目の初回接種を終了し、５か月

を経過した方を対象に、国保病院では９月

２６日から、しゃきっとプラザで行う集団

接種は１０月１５日より実施しておりま

す。 

また、国が１０月２１日より接種間隔を

５か月から３か月に短縮したことから、６

０歳以上の該当者の方にも１１月５日以降

接種を実施しており、１１月１５日現在で

８,１７１人、予約率は５２.７％となって

おります。 

町民の皆様には、３年近くにわたり感染

防止対策に御協力をいただいており、不安

を感じておられることとは存じますが、周

りの大切な方、そして、御自身を新型コロ

ナウイルスから守るため、３密の回避やマ

スクの着用、手指の消毒などの基本的な感

染防止対策の実践、万が一の感染に備えて

解熱剤や１週間程度の食料品の備蓄のほ

か、ワクチン未接種の皆様には、接種を御

検討いただくなど感染拡大を防ぐ取組や感

染に備えた準備について、引き続き御理解

と御協力をお願い申し上げます。 

第３に、農作物の生育状況についてであ

ります。 

本年の春先の天候は好天が続き、播種作

業は平年より早く終了しました。 

６月は低温、日照不足により生育の停滞

が見られた作物もありましたが、７月に入

ると好天が続くようになり、生育は平年並

みに回復いたしました。 

８月中旬は雨の量が平年より多く、作物

への影響が心配されましたが、８月下旬か

ら９月以降の生育及び収穫作業はおおむね

順調に進みました。 

こうした状況から、各作物の予想される

収量及び品質につきましては、水稲は、生

育が遅れたものの、千粒重、稔実歩合、収

量、いずれも平年をやや上回りました。 

秋まき小麦は、穂数、千粒重は平年並み

でしたが、一穂粒数がやや少なかった影響

から、収量は平年をやや下回りました。品

質については、きたほなみは平年並みとな

ったものの、ゆめちからは青未熟粒が多

く、平年をやや下回りました。 

春まき小麦は、穂数は多くなりました

が、一穂粒数がやや少なかったことから、

収量、品質とも平年並みとなりました。 

てん菜は、根部肥大が順調に進み、収穫

作業は平年並みに終了しました。収量は平

年を上回った一方、７月以降の高温傾向に

より、根中糖分はやや低くなりました。 

バレイショは、塊茎肥大が順調に進み、

上イモ数、上イモ１個重ともに平年を上回

ったことから、規格内収量は平年を上回り

ました。でん粉価は、早生品種は平年より

高く、晩生品種は平年並みとなりました。 

タマネギは、生育が順調で収穫作業も早

く始まり、玉サイズ、規格内率、規格内収

量、品質全ての面において平年を上回りま

した。 

大豆は、平米当たりのさや数は平年並み

でしたが、百粒重が平年をやや上回ったこ

とから、収量は平年をやや上回り、品質は

平年並みとなりました。 
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小豆は、さや数は平年並み、百粒重は平

年をやや下回ったものの、一莢内粒数がや

や多かったことから、収量、品質とも平年

並みとなりました。 

菜豆は、さや数は平年よりやや少なかっ

たものの、百粒重が平年をやや上回り、一

莢内粒数もやや多かったことから、収量は

平年並み、品質は平年をやや上回りまし

た。 

牧草は、一番草、二番草ともに収量、品

質は平年並みとなりました。 

サイレージ用トウモロコシは、収量、品

質ともに平年をやや上回りました。 

なお、５月から１０月における降水量、

気温、日照時間は、参考資料のとおりであ

ります。 

次に、御提案いたします議案等について

御説明申し上げます。 

条例の制定について。 

議案第６９号個人情報の保護に関する法

律の改正に伴う関係条例の整備に関する条

例の制定については、これまで国の機関や

地方公共団体などで、それぞれ法律や条例

によって適用してきた個人情報の取扱い

が、個人情報の保護に関する法律の改正に

伴い、令和５年４月１日より法律を直接適

用する取扱いに移行されることから、所要

の改正等を行うものであります。 

議案第７０号美幌町職員の定年引上げに

伴う関係条例の整理に関する条例の制定に

ついては、令和４年６月に地方公務員法が

改正され、一般職員の定年を現行の６０歳

から６５歳へ段階的に引上げ、役職定年制

を導入するなど、定年延長制度が令和５年

４月１日から適用されることに伴い、関係

条例を含め所要の改正等を行うものであり

ます。 

議案第７１号美幌町営住宅管理条例の一

部を改正する条例制定については、平成１

４年度に契約を締結した借上げ公営住宅に

ついて、契約期間が満了するため、再借上

げを行うに当たり、駐車場月額使用料の改

定を行うものであります。 

議案第７２号美幌町公共下水道事業の設

置等に関する条例の制定について、議案第

７３号美幌町個別排水処理事業の設置等に

関する条例の制定について及び議案第７４

号地方公営企業法の適用に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定については、公共

下水道事業及び個別排水処理事業が、令和

５年４月１日から地方公営企業法の適用に

伴い、関係条例の整理に関する条例を新た

に定めるものであります。 

令和４年度各会計補正予算について。 

一般会計の主な内容としては、ふるさと

寄附金に係る関係経費として３億円を、福

祉灯油等の助成に伴う経費として２,１０６

万６,０００円の増額をはじめ、事務事業の

確定に伴う整理、債務負担行為及び地方債

の変更などを行おうとするものでありま

す。 

特別会計、企業会計の主な内容として

は、後期高齢者医療特別会計については、

広域連合市町村保険料等負担金の減額を、

公共下水道特別会計については、消費税納

付額の減額などを、個別排水処理特別会計

については、起債利子償還金の減額を、水

道事業会計については、日並浄水場小水力

発電機修繕の増額などを、病院事業会計に

ついては、価格高騰に伴う電気料の増額な

どをそれぞれ行おうとするものでありま

す。 

なお、細部につきましては、後ほど担当

部長より御説明申し上げますので、御審議

の上、原案に御協賛を賜りますようお願い

申し上げまして、行政報告と提出案件の概

要説明といたします。 

以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これで、行政報告

を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第４ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第４ 一般質

問を行います。 
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通告順により発言を許します。 

９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君） 〔登壇〕 それで

は、通告順に従いまして、一般質問をさせ

ていただきます。 

大きく２点でございます。 

まず、町長の政治姿勢について。 

町長の掲げた重点政策の進捗状況につい

てであります。 

２０１９年に美幌町長に初当選されて、

もう間もなくその任期もゴールが見えてき

ました。 

現在、平野町長は「美幌の活力を高め、

次代につなげるまちづくり」をスローガン

に掲げ、町政運営を担っております。 

基本目標として「１ 活力あるまちづく

り」「２ 次代につなげるまちづくり」

「３ 安全・安心なまちづくり」をうた

い、１２の展開方向を示され、難問山積の

町政運営のかじ取りをされております。 

そして、新型コロナウイルスが世界中に

猛威を振るい、その対策に翻弄され、思う

ような行政運営がかなわなかった場面もあ

ったのではないでしょうか。 

しかしながら、町民の暮らしに待ったは

ありません。経済活動も止めることはでき

ません。数多くの苦渋の判断を迫られたこ

とと思います。 

３年６か月を経過した現在、これら重点

政策の進捗状況、その成果、積み残した施

策等々について、考えをお示しください。 

二つ目、２期目への決意についてであり

ます。 

来年４月に統一地方選挙が行われる予定

ですが、平野町長の２期目にかける決意や

思いをお示しください。 

次に、教育行政について。 

全国学力・学習状況調査の結果を受け

て、今後取り組むべき課題と対策について

であります。 

小学６年生、中学３年生を対象に、全国

学力・学習状況調査が実施されました。 

この調査は、義務教育の機会均等とその

水準の維持向上の観点から、全国的な児童

生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教

育施策の成果と課題を検証し、その改善を

図ることを目的に毎年実施されています。 

今回の調査では、美幌町の平均正答率は

小・中学校全ての教科で全国平均正答率よ

り下回りました。 

町では、その調査結果と分析内容を２回

にわたり広報紙に掲載し、ＳＮＳの長時間

利用、新聞の閲読、読書が学習状況調査の

結果に結びつく内容となっており、これら

は全国的な傾向と類似しているとありま

す。 

美幌町では、今までどのような指導を行

ってきたのか。また、調査結果を踏まえ

て、今後どのような児童生徒を育てていく

のか。 

美幌町が目指す教育の在り方について、

考えをお示しください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 稲垣議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、教育行政につきましては、後ほど

教育長から答弁いたします。 

町長の政治姿勢について。 

まず、１点目の町長の掲げた重点政策の

進捗状況についてでありますが、２０１９

年５月に就任し、その後、２０２０年１月

に日本国内で初めてとなる新型コロナウイ

ルス感染症の症例が確認されました。 

それ以来、社会情勢が大きく変化し、時

には難しい判断をする場面もありました

が、町政の執行に当たりましては、新型コ

ロナウイルス感染症対策を最優先として、

町民の皆様の命と健康を守ることを第一

に、万全を期して取り組みながら、第６期

美幌町総合計画や町長の重点政策に掲げる

事業を停滞させることなく、着実に推進し

てきたところであります。 

重点政策の進捗状況、その成果、積み残

した施策等についての考え方でございます
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が、当初掲げた４４の事業につきまして

は、二つの事業において施策転換を行いま

したが、全ての事業にめどをつけることが

できており、おおむね順調に進んでいると

考えております。 

特に３歳から５歳までの幼稚園、保育園

における給食費の無償化や学校運営協議会

による学校運営を行うなど、子育て支援、

教育、福祉を充実できたことや美幌駐屯地

の充実整備と宿泊施設の誘致のめどがつい

たことは、大きな成果と認識しているとこ

ろであります。 

現任期の満了まで約半年となりました

が、引き続き「美幌の活力を高め、次代に

つなげるまちづくり」を実行してまいりた

いと考えております。 

次に、２点目の２期目の決意についてで

ありますが、新型コロナウイルスの感染拡

大が続いていることから、町政の課題解決

に向け、まずは現任期を満了するまでの

間、全力で職務を全うしてまいりたいと考

えております。 

つきましては、１期目の町政執行に対す

る町民の皆様の評価をしっかりと受け止め

つつ、しかるべき時期に態度を明確にした

いと考えておりますので、御理解を賜りま

すようお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 稲垣

議員の御質問にお答えいたします。 

御質問の今までどのような指導を行って

きたのかについてでありますが、少子高齢

化や人口減少、ＩＣＴの高度化・多様化、

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響など、教育を取り巻く環境は大きく変化

している状況にある中で、町では、文部科

学省が定めた学習指導要領や美幌町教育大

綱に基づいた指導・教育の推進を基本とし

て、各学校において授業改善や創意工夫を

生かした教育活動を展開しております。 

しかしながら、毎年実施されている学

力・学習状況調査の結果、美幌町の平均正

答率は全国平均を下回る結果となっている

ため、学力向上対策を喫緊の課題として位

置づけ、各学校においては、授業改善のた

め授業公開による校内研究会の実施や個の

理解度に合わせた習熟度別指導、タブレッ

トや電子黒板などＩＣＴ機器を積極的に活

用した事業に取り組んでおります。 

このように、各学校では、学力向上のた

めの方策に種々取り組んでおりますが、学

力向上の成果はすぐに現れないこともあり

ますので、継続的な努力を続けているとこ

ろであります。 

あわせて、学力向上のためには、学校の

学びと家庭での学びの連携が重要であり、

特に家庭学習の習慣づくりは必要不可欠な

ものとして考えておりますので、各学校で

は「家庭学習の手引き」を作成して家庭で

の学習環境を整え、家庭学習の推進を図っ

ているところであります。 

また、この家庭での学習習慣を確立する

ためには、小中学校の連携も必要なことか

ら、小中一貫した「家庭学習の手引き」を

作成して取り組んでおります。 

次に、今後の美幌町が目指す教育の在り

方についての考えでありますが、町におい

ては、美幌町教育目標である「人間性豊か

な教育」を目指す姿と位置づけして、子供

たちに「確かな学力」「豊かな人間性」

「健康・体力」が備わり、知・徳・体の調

和のとれた教育環境づくりを推進している

ところであります。 

教育委員会としましては、令和３年１月

の中教審答申でもありました、小学校と中

学校の９年間を一貫して体系的・継続的に

行うことにより、学力向上をはじめ、子供

たちの社会性・自己意識の育成など、教育

効果が高まることが期待される小中一貫教

育の導入について、調査・研究していると

ころであります。 

今後におきましては、令和５年度におい
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て、小中一貫教育推進ビジョン策定を目指

して取り組んでまいりますので、御理解を

お願いいたします。 

以上、お答えいたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） それでは、まず最

初の質問に対しまして、何点か再質問をさ

せていただこうと思います。 

いみじくもといいますか、今日の午前零

時にカタールで、サッカー日本代表の皆さ

んが我々に新しいステージを見せるべく、

大変すばらしい活躍をされておりました。 

時間も時間だったので、私は前半で就寝

したのですけれども、結果はもう一つ、次

のステージには向かえませんでしたが、サ

ッカーを御覧になった方たちは、夢を持て

ると感じたと思います。 

日本のサッカーはなかなか弱いチームだ

ったようですが、今となっては、世界と闘

えるまで日本のサッカーのレベルは上がっ

ていると。 

そのようなことでは、夢を見ることのす

ばらしさ、大切さ、また、感動を与えてい

ただいた数日間だったと思います。 

この３年数か月、町長も町政運営をする

ために安全なかじ取り、様々な施策を用意

して、町民の皆さんにサービスを提供して

いる。 

そして、また次の時代に進むための施策

をいろいろな分野で調整というか、毛細血

管といいますか、もう針を巡らすように非

常に細かいことから大きなことまで、いろ

いろなことに四方八方に気を配って運営し

ていく、非常に難しいかじ取りをされてい

るのだろうなということは、日々私も思う

ところがあります。 

その中で今回、コロナもありますが、コ

ロナということだけで夢を諦めることな

く、町長はもちろんですが、我々議会議員

も一緒に半歩、一歩前へ進むための努力、

次の時代に向かうための努力、活動を町民

の皆さんと一緒にしているところでありま

す。 

改めて、町長が重点政策で置かれました

活力あるまちづくり、次代につなげるまち

づくり、安全・安心のまちづくりとありま

すが、町長がここだけは一番譲れないと、

どうしてもここはやり遂げなければならな

いのだと、大きく訴えるところがありまし

たら、改めてお尋ねしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、おっしゃって

いただいたとおり、もう１２月ですので、

私が就任して３年７か月たっております。 

いろいろなことをやろうという思いの中

でスタートしたわけですけれども、答弁の

中に書いてありますが、ちょっと調べてみ

ると、２０２０年２月２３日の前日に北見

でコロナが発生したということで対策本部

会議を開いて、それと向き合う状況であり

ました。 

今でも私の使命においては、町民の皆様

の命と健康を守るということを第一にした

中で、長引いていることによって影響を受

ける生活と地域の経済をしっかり守って、

負けられない勝負だよと、しっかりと前を

向いて立ち向かおうという話を当時、皆で

確認した状況であります。 

そのような状況の中、基本的な目標とし

て、活力あるまちづくり、次代につなげる

まちづくり、安全・安心なまちづくりとい

う話をさせていただき、何がと考えれば、

私の中では次代につなげるまちづくり。 

具体的に言うと、子育てとか、教育をし

っかりやっていきたい。それから、高齢の

方々も含めた町民の方々が、それをサポー

トするという元気があるまちづくりをした

いというのが、今でも私が望んでいること

であります。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） ありがとうござい
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ます。大きな考えとしては、よく理解する

ところであります。 

少し細かい話になって恐縮ですが、お答

えの中で何点か御質問をさせていただきま

す。 

答弁の３ページに「当初掲げた４４の事

業につきましては、二つの事業において施

策転換を行いました」とあります。 

この二つの転換というのは何を指すので

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） ４４項目のうち二

つという話でありますが、まず１点目は、

自衛隊退職者への就労支援という項目につ

いてです。 

介護の担い手が少なかったので、町長に

なる前は、自衛隊の方々がその担い手にな

らないだろうかということを施策として考

えていました。 

就任後については、全体の施策の整理か

らいけば、介護の担い手確保の施策に類す

るということで、あえて項目を起こすより

もその中に入れたということで、一つ減り

ました。 

もう一つは、小規模発電の推進というこ

とを言いました。 

ブラックアウトとかが起きたときのため

に、発電機とかを買ったりしているのです

けれども、発電機というのは、冬期間だと

密閉した中では回すことができないし、屋

外でなければいけない。その場合に、電力

会社とは別に小規模なパネルを使って蓄電

池に充電して、何かあればスマートフォン

とかという話を当時は考えていました。 

オフグリッドという言い方なのですけれ

どね。 

それが今、本当に蓄電池の性能がよくな

って持ち運びができる、今はもうそちらが

進められている状況で、そのようなものを

家庭で持ってはどうですかとＰＲされてお

ります。 

これはあえてやる必要はないということ

で、その分を一つやめましょうと。 

どちらかというと、施策転換というより

やめるという形で減らしましたので、実質

的には４４項目のうち４２項目の実施とい

うことで、うちのスタッフと取り組んでき

たところであります。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 今のオフグリット

の話、私も石狩市の厚田に視察に行った経

緯がありまして、大変興味深いなと思った

のですが、やはりいろいろと国の施策も含

めて、大変重たいものだなと理解いたしま

した。 

再質問としては、かねてから町長もおっ

しゃっていました宿泊施設の件については

一定のめどが立ったと。帯広市の業者の方

が建設を決めたという話がありますが、何

か特別なアプローチといいますか、いろい

ろないい条件を出して誘致に成功したと理

解してよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 宿泊施設の誘致に

ついては、議会等で皆さんにお話はしてお

りましたけれども、状況によっては美幌で

このような恩恵というか、支援をするとい

うことをアピールしたほうがいいという話

もありました。 

しかし、実質的にはそのような話ではな

くて、今、美幌にはこの施設がなくて困っ

ていますという中で、この地域に進出する

ことの採算性を見て、可能であれば来てい

ただきたいというＰＲは、私よりも担当が

しっかりやっています。 

ですから今回、帯広市の業者に来ていた

だけるというのは、美幌の担当で出した情

報をしっかり分析した中で、美幌でも成り

立つということでお話をいただいたところ

であります。 

そのような意味では、帯広市の業者の方

が美幌に進出するという判断をしていただ

いたことについては、感謝を申し上げたい
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と考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） その件について、

あと一つだけ確認をさせていただきたいの

ですが、当初、そのような宿泊施設に関し

ては、グランドホテルの機能、バンケット

といいますか、宴会機能を有していてと。 

我々は非常にいろいろな恩恵を受けてい

たものがあるのですが、ちょうどコロナの

タイミングでなかなか人が集まることがか

なわないという状況なので、残念ですけれ

ど美幌グランドホテルのような施設は今現

在、余り必要と感じない部分があります。 

しかし、我々もいつまでもこの状況に負

けているわけにはいきませんので、今後、

アフターコロナといいますか、いろいろな

段階で進めなければならないと思います。 

以前、町長とのお話の中で、そのような

バンケット機能のある施設も考えたいと聞

いたことがあるのですが、そのような考え

についてはもう諦めた、また、違うアプロ

ーチで考える、今、どのようにお考えでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） バンケット機能と

いう捉え方をどう考えるかということだと

思うのですね。 

今、稲垣議員がおっしゃったとおり、な

かなか集まることが少ない状況なのです

が、集まり方とか、食事の提供の仕方も、

従来どおりのやり方でこれから成り立って

いくのかどうかということを考えると、皆

さんで集まって食事などができる場所の提

供というのは、今ある施設も含めていろい

ろやり方を考える必要があるのかなと。 

前回の一般質問でそのような質問をされ

た方がいて、実際にやる人がいるかどうか

を確認した中で、今あるところを改善する

ことによって、新たに食事が提供できると

いうことをいろいろ研究してほしいという

こともあります。 

ですから、施設をつくるとかそのような

ことではなくて、バンケット機能、要はた

くさんの方に食事を提供して、そこに集っ

てもらうということについては、いろいろ

な手法を考えていきたいと思っている状況

であります。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 宿泊施設と結びつ

く話で言えば、やはり観光というものが、

どうしても美幌町には必要な産業の一つだ

と理解しています。 

１１月１９日でしたか、北見工大の方と

各団体が連携して、観光について考えるフ

ォーラム「観光工学が支える北海道のホス

ピタリティ・イノベーションの新展開」と

いうイベントを道の駅美幌峠で行っていま

した。 

私は行く時間がなかったものですから、

自宅でズームを使って拝見していました。 

大学という教育機関での観光学というも

のと、商工会議所の実務としてといいます

か、産業として発展させていく観光、そし

て、町としては、大きく美幌町を盛り上げ

るための位置づけとしての観光だとか、そ

れぞれ３者３様の見方で観光というものを

取上げていまして、私も大変興味深く拝見

していた次第であります。 

イベントを通して、改めて町長はどのよ

うに考えられたか、お感じになったか、お

聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私は町長になった

とき、それから今までの部分において、ど

ちらかというと観光という概念が狭かった

かもしれないと思っています。 

当時、美幌峠という本当にいい施設、自

然環境があった中で、そこに頼り過ぎてい

る部分があって、そこに寄り添っている人

たちがたくさんいるときは、美幌は観光を

しっかりしなければいけないだろうと思っ

ていました。役場の後半、それから町長に
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なったときには、やはりそのような方が少

なくなってきました。 

ですから、観光という概念が従来型の何

かを見るというか、そのような関係であれ

ば、美幌峠の恩恵を受けて、それにただ頼

ってきたと。 

でも、この頃考えているのは、魅力ある

まちづくりの中に観光という概念をどう取

り入れるかということ、見るだけではなく

て体験するという概念をしっかりと。 

だから、美幌峠を見るのではなくて、逆

に、美幌の中を見てもらうということに観

光という概念を使えないだろうかと思って

います。 

私はこの頃、内外との交流拡大による地

域活性化というのは、これからは観光なの

だという言い方をさせていただいていま

す。 

これも、講演でいろいろ勉強させていた

だいた中で、その地域自体、皆さんが自信

を持ってこのまちいいよねとか、そのよう

なものをしっかりやれば必然的にそこに来

ると。 

町のよさイコール美幌峠というイメージ

ではなくて、その地域のよさイコール美幌

町であって、そこに来てくれて、たまたま

美幌峠もあるから、その一つのメニューと

して美幌峠に行ってきてくださいと。そこ

で、サイクリングとか、トレイルをやって

くださいという位置づけをしっかりやる。 

美幌町の皆さんに自信を持っていいまち

をつくるということが、最終的に観光とつ

ながっていくと私はこの頃思っていて、い

ろいろ整理したり、機会があればそのよう

なお話をさせていただいている状況でござ

います。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 商売をしている者

として、町なかに人を呼び込むというのは

昔からの課題でありますし、いつも思うと

ころではあるのですが、ただ、いつも写真

に美幌峠と書いてあって、必ず出る例は屈

斜路湖で、弟子屈町なのです。言うなら

ば、弟子屈町の屈斜路湖を見ているわけで

す。 

東京の人に写真を見せたら、ここのどこ

に住んでいるのですかと冗談で聞かれるの

ですが、そのことを考えれば、もちろん観

光は、広域的に物事を考えていかなければ

というのは常に思うところであります。 

今、いみじくも話しましたけれども、特

に弟子屈町と屈斜路湖を通じて、いろいろ

なアクティビティーといいますか、体験型

観光を展開しております。私は、オホーツ

クとか、網走とか、釧路だとか、そのよう

な行政的な区域は取り払って、弟子屈町と

いろいろな連携をより密にして、体験型観

光という部分を進めていくべきではないか

と思うのですが、弟子屈町との関係につい

てはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私は、もともと広

域的に物事を考えるというのは、どちらか

というと伝えていることであります。 

ですから、広域に物事を考えることによ

って、やはり自分の町、自分たちが協調で

きるものは何というアイデンティティーと

いうか、そのようなものをきちんと示すこ

とが大事だと。 

美幌をアピールして広域につながるので

はなくて、広域として何をやれていて、美

幌というものに対して自信を持ってつなが

っていくということだと思うのですね。 

それで今、美幌峠については、美幌峠と

いう概念だけではなくて、国も進めている

阿寒摩周国立公園のいろいろなプロジェク

トの中で、実際によく耳にする屈斜路外輪

山のトレイルなども、美幌だけではなくて

大空町、それから津別町という連携でもあ

ります。 

今度は弟子屈ということであれば、今回

ゼロカーボンパークということで、もとも

とは釧路市が受けていたものに、弟子屈町
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と美幌町と足寄町が入れてもらって広域で

連携しようと。 

弟子屈町長といろいろお話しする機会が

あって、やはり一緒にやれるものはやっ

て、その中にそれぞれの町の特徴をしっか

り生かす。逆に言うと、今、川湯など、こ

のようなところを開発していますから、昔

行っていたところへみんなで行きましょう

と。 

美幌は空港に近い、このような意味では

弟子屈からどうぞこちらへ来てくださいと

か、連携をしっかりやる必要があると私も

思っていますので、広域なことで可能なこ

とはしっかりつながるというか、業務もそ

うですけれど、垂直というよりも水平とい

う中で、役割をしっかりやっていくことが

ベストなのかなと考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 町長のお考えは理

解するところでありますが、今おっしゃっ

た屈斜路カルデラ外輪山トレイルルート。 

私は歩くのが苦手なものですから、いつ

かチャレンジしたいなと思うところであり

ますが、聞くところによりますと、エリア

といいますか、やはり自然の中を歩くわけ

ですから、そこに生息している動物と多く

出くわすこともあるのかなと思います。 

全てがキツネやリスみたいな小動物ばか

りではないと思っておりますが、北海道と

いえば熊の生息も気になるところでありま

すし、そのような心配はなく、安心してト

レイルルートが開発できると進めていると

いうことでいいのでしょうか。 

また、そのような安全対策というものは

どのようなお考えがあるのか、お尋ねいた

します。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、３町、特に観

光協会が広域で取り組んでいただいていま

すけれども、外輪山ということですから峰

を歩くということで、これは結構ハードル

が高いものがたくさんあります。 

今言われたような動植物の話、動物であ

れば熊も出ますから、こういった場合はど

うするのという話とか、植物であれば希少

というか、そのようなことをきちんと１個

ずつ解決しなければいけない。 

その解決をどのラインでやるかというこ

とは、今、三つの町村が関わっていますけ

れど、国との話においては、それぞれの行

政体が役割分担をして、関係する環境省と

かときちんと向き合ってということで。 

例えば、コースを設定して、何かあった

場合の人的な対応とか、ガイドとか、その

ことに対して誰がやるとか。それから、国

の土地の場合は、誰が借りて権利をどうす

るとか、そのようなことをしっかり一つ一

つ解決しなければいけないので、私はハー

ドルが結構高いと思っています。 

そんな安易に喜んで、よかったよかった

という認識ではありません。 

それに対して、３町の首長たちが協力し

合って、向き合っていかなければ、今頑張

っていただいている皆さんの応援もできま

せんし、逆にそのことが町のよさをＰＲす

るための予算にもつながっていくと私は認

識しております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） ハードルが高い

分、そこを歩いた方の感動といいますか、

あの光景を見ながら歩いて汗をかくという

ことは、なかなか体験できない、すごい目

玉になるのだろうなと思っています。 

よくフェイスブックでも、歩いた方の体

験の話を見るにつけ、私も元気なうちにち

ょっと歩いてみたいなというところはあり

ます。 

いろいろな心配事はありますけれども、

やはりそれを超えて体験してみたいという

思いもきっと皆さん多くあるのでしょうか

ら、ぜひ実現に向けての御努力をと考えて

おります。 
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次の２期目についての考えであります

が、町長の御答弁の中でしかるべき時期に

発表をするという御言葉をいただきまし

た。 

町長が考えるしかるべき時期というの

は、今月がしかるべきなのか、１月がしか

るべきなのか、どのように理解したらよろ

しいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 来年の４月が選挙

ということでありますので、遅くても１月

中旬ぐらいには答えを出したいと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 今、町長の政策に

ついて、いろいろと意見を交わしたところ

でありますが、まだまだこの町を元気よ

く、さらにパワーアップして次代につなげ

る政策が必要だということは、皆さん理解

しているところだと思います。 

町長が表明することによって、また次の

政策につなげられるものがいろいろと早く

準備できると思いますので、早く表明いた

だけることを期待して、次の質問に移りま

す。 

教育委員会の全国学力の話であります。 

再三、いろいろな形で家庭環境、そして

学習に対する姿勢、その習慣が大事なのだ

ということは、教育長がよくおっしゃると

ころです。 

令和元年６月の定例会で、私が小中一貫

のお話をさせていただいたのは、教育長が

お話をされていた部分であります。 

私は、先ほどの質問の中で２回にわたる

広報でという話をしたのですが、実際は３

回にわたってと、かなりの力の入れよう

で、教育委員会が学力・学習状況調査の結

果をいかに重く受け止めて、次につなげて

努力していくのだという姿勢が十分に見ら

れているのかなと思っております。 

１２月広報にまとめという形で「読書の

大切さを家庭に啓蒙するとともに、図書館

と連携し、読書好きな子を育成する取組」

「家庭における学習習慣を確立するための

小中一貫した家庭学習の指標の作成と積極

的な活用」「若手・中堅教職員の授業力・

指導力向上に向けた取組のさらなる推

進」、大きくこの３点が学力向上策として

出ていました。 

改めて、この３点の意味するところを簡

潔に説明いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまの御質

問でございますけれども、まず１点目の読

書の大切さというところでございます。 

読書に限らず、今回の学力・学習状況調

査の傾向でございますが、大きなところ

は、自分の考えを書いたりだとか、与えら

れた条件に合わせて考え方をまとめるとい

う記述式の問題が非常に多かったというこ

とでございます。 

本町の児童生徒の中には、書くことに苦

手意識があり、本来の実力を出し切れなか

った子も多かったのかなと思っておりま

す。 

また、この記述式問題を克服するために

は、日頃から言語能力を高める活動を進め

ることが大事だということでございます。 

読書活動や調べ学習を定着することによ

って言語能力が高まり、記述式問題の高い

正答率、これだけでなく、大人になったと

きに求められる文章力、状況に応じて書く

力と言いますけれども、これが鍛えられる

のかなと思っております。 

また、家庭における学習習慣を確立する

ためということでございますが、生活習

慣、生活規律は本当に大事なところだと思

っております。 

早寝早起き、朝御飯、こちらもあります

けれども、あと、今の状況、どうしても学

校の授業だけではなかなか定着しないとい

うことがございます。そのような中で、や

はり家庭学習というのも不可欠な状況だと
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思っております。 

家庭学習を行うに当たり、家庭の教育が

何よりということで、例えば、環境的な問

題、毎日決まった時間に決まった場所で家

庭学習ができるという環境を整えていただ

くというのは、家庭にお願いしたいところ

でございます。 

そして、次の家庭学習の指標の策定と積

極的な活用ということでございますが、一

昨年、コロナの関係で学校が一斉休校にな

ったときがございました。 

このとき、学校から課題を出して各家庭

でやっていただいたのですけれども、その

ときに家庭から「どうやって教えていいか

わからない」という率直な意見が多くござ

いました。 

そのようなことを踏まえて、各学校では

「家庭学習の手引き」というものを作成し

ております。 

こちらには、低学年、中学年、高学年、

さらには、学校によっては中学校進学を見

据えたということで、それぞれの年齢、年

代に応じてどのようなことをしたらいいか

だとか、このようなときに保護者からアド

バイスやサポートをしていただきたいとい

うマニュアル的なものを書かせていただい

ております。 

また、分かりやすい授業づくりというの

は、非常に重要なポイントだと思っており

ます。若手・中堅教職員の授業力・指導力

向上に向けた取組、そのためにＩＣＴ教材

を導入したりだとか、美幌町は公開研究会

が管内的にも非常に盛んな町だと思ってお

ります。 

そこで若手・中堅の先生方が特設授業と

いうことで授業を公開するわけであります

が、一か月以上前から準備する過程におい

て、同じ学校、学年、部署の先生が関わっ

て、学校ぐるみで若手の先生を育てていこ

うと取り組んでいる状況でございます。 

また、今年におきましては、教職員たち

の発案によりまして、学力向上推進会議と

いうものを庁内に設置しております。 

ここは、五つの小中学校の管理職、そし

て、各学校から担当する教員が参加した中

で、問題・課題の洗い出しだとか、どのよ

うなことで町の学力向上につなげていこう

かと取り組んでいる状況であります。 

このような状況を踏まえて、１回目の答

弁でもお話させていただきましたけれど

も、なかなか一朝一夕に結果が出るもので

はございませんが、本町の教育大綱にもあ

りますように、知・徳・体の調和のとれ

た、バランスのとれた教育環境を進めてま

いりたいという思いで教育行政を推進して

おりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 読書の大切さ、読

み書きというのは、我々人間としてといい

ますか、生活していく上でなくてはならな

いといいますか、絶対にそのような力を持

っていなければ、何度試験を受けても理解

ができない、理解ができなければ書くこと

ができない、本当にこれはつながってい

く。 

これは、大人になっても常に勉強の日々

だと理解するのですが、ここに「図書館と

連携し、読書好きな子を」と書いてありま

す。 

前回の定例会でも、学校図書の話につい

て一般質問されている議員がいましたけれ

ども、このような教育にお金をかける、し

っかり投資をするということが、限られた

いろいろな財源の中でも集中して求めてい

くものであるのではないのかなと。 

いろいろな考えの中で町政運営をされて

いるのは分かります。広く浅くというと語

弊がありますけれども、よく使われる言葉

でありますが、やはり次代を担う子供たち

のためにと。 

先ほど、町長も次代を見据えた政策を考

えていくという中で、学校教育といいます
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か、教育については、絶対に外すことがで

きない、力を入れてやっていかなければな

らない、重点的な思いでやっているという

御言葉をいただいていますが、子供自身に

対して学習意欲を持たせるためには、環境

を整えるのが我々大人の責務だなと思いま

す。 

町内の小学校で、図書の冊数はあるけれ

ども、かなり古い書物が多い、昭和のもの

もあったりするという話を聞くと、これは

何とかしなければならないのではないかな

と考えております。 

何でもかんでも町にというのもあります

けれども、学校の図書について、私も違う

団体でいろいろとどのような支援ができる

のか、我々地域の大人たちがどう子供たち

を守っていくのか、応援していくのかとい

うことも併せて考えていっています。 

町が学力向上策をイの一番に挙げている

わけですから、図書館と連携するのはもち

ろんですが、学校図書室に司書を置くだと

か、そこにいることによってこの本を読み

たいだとか、子供も安心して図書室に通え

るわけですよね。 

古い本ばかりだと、読みたいという発想

にすらならないかもしれない。 

やはり、興味を持たせるためには、我々

が子供のために常に新しい情報を提供する

ということも大事なことだと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校図書室の関

係でございますが、これまでほかの議員さ

んからの一般質問でもお話させてもらった

こともございますけれども、学校図書室は

昭和、平成の時代と比べて非常に求められ

ているところが大きな状況でございます。 

また、今、１人に１台端末を支給してい

るところでございますが、その中でも調べ

学習というのは非常に大きなウエートを占

めております。 

調べ学習の拠点となる場所が学校図書室

であると私どもも考えているところでござ

います。 

また、学校図書室の利用は、昼休みだと

か、放課後が多いところでございますけれ

ども、令和元年に各学校に司書を配置して

おります。 

ただ、この司書は常駐ではなく、週１回

ないし週２回というところでございます。 

やはり司書がいることによる役割、例え

ば、子供たちの相談に乗るだとか、提案を

したりだとかも含めて非常に大きな役割を

担っております。 

現在、小学校は週１回、中学校は週２回

となっておりますけれども、小学校も何と

か週２回にできないものかということを内

部でも検討している状況でございますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 司書はどのような

方がいいのか、私はよく存じませんが、大

人と違って子供はふだん顔が見えることに

よって、この子はどのようなものを求め

て、どのような勉強をしたいのかだとか、

この子は何を考えているのだとか、そのよ

うな関係性ができれば、このような本をい

ろいろ読みたい、この勉強するためにはこ

の本が合っているよなど、キャッチボール

ができる、コミュニケーションがとれる司

書が僕は必要なのだろうと思うのです。 

回数を増やすのももちろんですし、将来

的には常駐できるような仕組みづくりをい

ち早く検討していただきたいなと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員おっしゃる

ように、常駐が一番望ましいと考えており

ますけれども、なかなか今の体制ではちょ

っと難しいというところがありますので、

御理解いただければと思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 
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○９番（稲垣淳一君） いろいろなことに

心を砕いて頑張っているのは理解するので

すが、集中と選択といいますか、どこにど

うお金を使うかということが求められてい

ると思うのです。 

学力テストの平均点がいいに越したこと

はないのですが、全国平均だとか、道内平

均だとか、オホーツク圏の中での美幌町の

位置づけだとか、再三出ていますけれど、

次代を担う子供たちを育てるための投資は

絶対に不可欠だと私は思っていますので、

検討いただきたい。 

今、ＩＣＴの中でタブレットとか、電子

黒板とかもありますけれども、設置した

後、実際に使っているところを皆さんは御

覧になっていることかと思うのですが、電

子黒板も１クラスに１台ではないのですよ

ね。たしか、設置されているのは学年に１

台ずつでしたか。 

電子黒板を使って授業をするためには、

今使っている教室から次に使用する教室へ

その都度移動するという手間だとかがかか

っている。ということは、非常にいいもの

を入れたけれど、うまく活用できているの

かなと。 

いろいろな使いやすさ、慣れるというこ

とに関して言えば、電子黒板だったり、家

庭学習にもタブレットがきっと使われてい

るのでしょうけれども、せっかくお金をか

けてそのようなものを提供していて、うま

く利用されていると認識されているという

ことでよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、電子黒板の

お話がございましたけれども、私どももタ

ブレットを導入したときは、正直、使うの

が精いっぱいというところでした。 

今年、電子黒板を導入させていただいた

中で、学習支援ソフトだとか、そのような

こともかなり幅が広がってきている状況に

ございます。 

そのようなことを踏まえまして、今、電

子黒板は各学年の普通学級に一つですが、

町内の学校ほとんどが１学年２学級という

ことで、さらに学力向上につなげたいとい

う思いもありまして、各学級ごとに電子黒

板を入れられないかということは内部でも

検討しておりますので、御理解いただきた

いと思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 子供たちが理解を

一層深められる環境づくりのために、一生

懸命予算と人材を使ってやっているところ

だと思うのですが、せっかく導入したから

には、それが生かされる使い方が求められ

るのだろうなと。 

先ほど、学習に対する習慣が成績を左右

するとありました。 

親御さんから家庭でどのように指導した

らいいのか分からないということで、手引

をつくるという話もありました。 

ただ、広報を見ますと、正答率、平均点

数が低い学年といいますか、お子さんたち

の学習状況を見ると、スマートフォンだと

か、ゲームだとかの利用時間が１日４時間

を超えている子は、どうしても勉強する時

間などないですよね。１日４時間もＳＮＳ

といいますか、スマホを使っていれば。 

そこは昔から言われているところです

が、利用するためのマナーというか、ルー

ルというか、そのようなものが求められ

る。 

もちろん、これは家庭に委ねるところが

大きく、きっと今の小中学生のお母さん、

お父さんたちも、若い頃は同じくスマホ、

タブレットやパソコンを使って生きてきた

と思われますので、なかなか自分の生活も

含めて変えていかなければならないという

ことは大変なのだろうと思いますが、かわ

いい子供たちのためにその辺の使い方、ル

ールをしっかりと指導するというのが求め

られるところなのかなと思います。 
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管内や国内を見たところ、逆にそのよう

なものをしっかり使って予習するだとか、

利活用がうまくできている学校、市町村は

ある意味点数が高い、しっかりと学んでい

る。予習といいますか、事前の使い方がう

まくいっているのだなと感じるところがあ

るので、再三ですけれど、せっかく入れた

のですからプラスになるように、電子機器

をより活用してもらえるような工夫が欲し

いなと思います。 

最後に、小中一貫の話であります。 

前回、中１ギャップの話の中で、教育長

は小４ビハインド、４年生になると算数が

難しくなってなかなかついていけずに大変

厳しいのだと、そこから不登校につながる

のだという話をされていました。 

今後、改善に向けてのめどといいます

か、何か考えていること、やっていること

があればお話しください。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 初めに、先ほど

電子黒板のお話がございましたけれども、

やはり家庭学習なのです。 

議員おっしゃるように、例えば、中学生

であれば６時半頃に部活が終わって家に帰

りますよと、それから御飯を食べて、４時

間スマホを見て、そのあと２時間また動画

を見てとなったら、いつ寝るのだというこ

とが本当に心配な部分でございます。 

これにつきましては、各学校でも学校だ

よりを出して、その中でも保護者に対して

しっかりした生活習慣を身につけていただ

きたいということを啓蒙している状況でご

ざいます。 

また、中学生であれば、それぞれ自分た

ちで計画を立てて学習している状況であり

ますけれども、小学生はどうしても保護者

の方が隣についてだとか、サポートが必要

になります。そのようなときにも、例え

ば、スマホのスイッチを切ってくださいだ

とか、スマホは見えないところに置いてく

ださいだとか、そのような細かいことまで

各学校でも指導いただいているところでご

ざいます。 

また、電子黒板の関係でありますけれど

も、今、１人１台の端末、そして電子黒板

等を導入してもおります。 

このようなＩＣＴ機器を活用すること

で、例えば、板書の時間だとか、子供たち

が考え方をまとめて個々に発表する時間な

どが短縮されます。 

その時間を短縮して、授業の最後の時間

でノートに振り返りだとか、まとめだとか

を手書きすることによって、一層の記憶の

定着化というものを図っている状況でござ

います。 

また、小中一貫の関係でございますけれ

ども、今、非常に少子化が進行している状

況でございます。 

このような中で、私どもといたしまして

は、義務教育の小学校、中学校の９年間を

通した切れ目ない教育を進め、児童生徒、

子供たちの教育環境を改善して、持続的に

確保するために、中学校区を基本とした小

中一貫教育の導入を考えているところでご

ざいます。 

また、これに対しては、令和５年度から

小中一貫教育推進ビジョンを策定した上

で、地域の皆さんに対する丁寧な説明と、

しっかりと御理解をいただいた中で推進し

てまいりたいと思っているところでござい

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） どうしても小中一

貫という言葉だけを聞いてしまうと、物理

的にどうこうするだとか、いろいろな意見

や考えが起きますけれども、一番は子供た

ちのしっかりとした学習をサポートする。 

きちんと学んで、しっかりとした社会人

になってもらうための話ですから、絶対に

ここはぶれずに、しっかりと教育行政を推

進していただきたいという思いで、一般質

問を終わります。 
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○議長（大原 昇君） これで、９番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１１時３５分といたします。 

午前１１時２３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時３５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

２番藤原公一さん。 

○２番（藤原公一君） 〔登壇〕 ただい

ま、議長から発言の許可をいただきました

ので、通告に従いまして大きく３点、一般

質問をさせていただきます。 

まず１点目、子ども医療費について。 

１８歳までの医療費無償化について。 

美幌町における子ども医療費無償化につ

いては、平成３０年８月より「子ども医療

費」へ名称を変更し、助成対象範囲も拡充

しておりますが、昨今の円安や物価高騰に

より、子育て世代の家計はさらに逼迫され

ております。 

美幌町に継続して住んでいただくため

に、総合的に子育てを支援していくことが

美幌町の未来にとって重要な施策だと思い

ます。 

美幌町における子ども医療費について、

３歳未満と３歳以上中学３年生までの非課

税世帯は自己負担がありませんが、３歳以

上中学３年生までの課税世帯は月額上限の

設定はあるものの、総医療費０.５割の自己

負担が必要です。 

現状では、高校生に対する医療費助成制

度はありませんが、全国的には１８歳まで

の医療費無償化を進めている自治体が増え

ております。 

今後の１８歳までの子ども医療費の無償

化の検討についてお伺いいたします。 

２点目、糖尿病リスク予測ツールについ

て。 

糖尿病リスク予測ツールの町民周知につ

いて。 

美幌町は、医療費削減に向けて取組を推

進しており、令和３年度一般会計等決算審

査においても評価をさせていただきまし

た。 

特に、糖尿病性腎症から人工透析への移

行を食い止める施策は急務であります。 

糖尿病重症化予防の一つとして、国立国

際医療研究センターが配信している糖尿病

リスク予測ツールがありますが、町民に啓

発する上で、町ホームページ、町広報、国

保病院発刊の「一期一会」や特定健診案内

などにＱＲコードを掲載するなどして周知

することができたならば、予防の一環にな

り、医療費の削減につながると考えます。 

この予測ツールでは、身長、体重、血圧

などの数値を入れるだけで、３年後の糖尿

病発症リスクがパーセンテージで表示さ

れ、健康へのリスク管理も行えます。 

美幌町として、このツールを今後周知で

きないか、考えについてお伺いいたしま

す。 

３点目、スポーツ施設整備について。 

一つ目、陸上競技場の整備改修につい

て。 

陸上クラブにお子様を預けている保護者

から「４種公認の陸上競技場である美幌町

陸上競技場は、トラックの縁石が歪み、ト

ラックの中には草が生え、保護者で草抜き

をしている」「現在、美幌の陸上はクラブ

活動が盛んに行われているが、このままで

は記録会などに影響が出る。４種公認がも

らえなくなるのでは」との御相談をいただ

きました。 

私も現地を何度も確認させていただきま

したが、本部席の前のトラックも波を打っ

ており、縁石も外れていました。 

また、保護者の方は、陸上競技場の中に

あるクロスカントリーのコースを圧雪して

から、年々悪くなっているように思うとの

ことであります。 

因果関係は分かりませんが、早急に原因
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を究明して、整備改修が必要と思われま

す。 

今までの管理方法及び今後の陸上競技場

の整備改修計画についてお伺いいたしま

す。 

また、クロスカントリーコースの見直し

についても併せてお伺いいたします。 

二つ目、美富公園テニスコートの整備改

修について。 

美富公園テニスコートは、法面の崩壊の

危険性があるとして、何年か前に大型土の

うを積むなどの仮設工事をしております

が、法面崩壊の危険性はなくなったわけで

はありません。 

法面が崩壊する前に、正規な土留め工事

か、移転計画が必要と考えます。 

今後の工事整備改修計画についてお伺い

いたします。 

三つ目、町営プールの年間運営につい

て。 

近年、美幌町の水泳選手が全道・全国大

会に出場しております。 

美幌町として、夏場運営のみの町営プー

ルでは大変残念であり、冬場は設備の整っ

た北見市や網走市に移動して練習しなけれ

ばならないのが現状であります。 

また、夏場のプール営業時間も土日祝日

は１７時までとなっており、町民の方から

も改善できないかと御相談を受けている状

況にあります。 

未来のアスリート養成のためには、施設

整備も大事な取組だと思いますが、今後の

町営プールの年間運営についてお伺いいた

します。 

以上大きく３点、よろしくお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 藤原議

員の御質問に答弁いたします。 

なお、スポーツ施設整備につきまして

は、後ほど教育長から答弁させていただき

ます。 

初めに、子ども医療費について。 

本町の１８歳までの子ども医療費無償化

の検討についてでありますが、高校生まで

の医療費無償化を実施する場合には、現在

実施している中学生までの子ども医療費の

みではなく、関連する制度であるひとり親

家庭等医療や重度心身障がい者医療の助成

対象となる高校生の医療費についても同様

の対応を行う必要があります。 

このため、１８歳までの医療費無償化の

実施に際しては、恒久的な多額の財政負担

を伴うことから、慎重な判断が必要である

と考えております。 

今後も国の動向を注視しながら、時期を

逸することなく必要な施策を進めていくと

ともに、議員からの「総合的に子育てを支

援していくことが、美幌町の未来にとって

重要」という認識は町にとっても同様であ

りますので、総合的にどのような子育て支

援が必要なのかについても、引き続き研究

してまいりたいと考えておりますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

次に、糖尿病リスク予測ツールについ

て。 

糖尿病リスク予測ツールの町民周知につ

いてですが、糖尿病は血糖値やヘモグロビ

ンの値が適正値よりも高い状態が慢性的に

続く病気で、放置すると重大な合併症を引

き起こし、悪化すると失明や透析治療が必

要となるなど恐い病気であります。 

また、糖尿病の初期症状はほとんど自覚

がなく、症状が出たときには進行してしま

っていることが多いため、年に１度は健康

診断を受け、自分の血糖値を確かめる必要

があり、糖尿病を予測するためには、定期

的な健康診断の受診のほか、バランスの取

れた食事や適度な運動が効果的と言われて

おります。 

美幌町では、特定健診の受診結果により

糖尿病の発症する恐れのある方には、保健

師・栄養士による結果相談会をはじめ、定

例健康相談、栄養指導、運動指導等の保健
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指導を行っており、さらに重症化の恐れの

ある方には、精密検査への受診勧奨により

早期治療に結びつけております。 

御質問の予測ツールの周知への考えであ

りますが、糖尿病の早期発見、早期治療に

結びつけるため、予測ツールの活用も含

め、糖尿病の防止に向けた取組をより積極

的に行ってまいりますので、御理解をお願

いします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 〔登壇〕 藤原

議員の御質問にお答えいたします。 

一つ目の陸上競技場の整備改修について

ですが、陸上競技場は平成１２年に改修工

事を行い、５年ごとに日本陸上競技連盟の

公認検定を受け、４種公認競技場としての

認定を受けております。 

前回は令和元年に検定を受けたところで

ありますが、その際、競技規則や施設設備

の規格の変更などが指摘されており、次期

検定となる令和６年までに改善することと

して、条件付の公認となっております。 

しかし、令和２年度に４種ライトの公認

区分が新設されたことから、美幌町陸上競

技協会との協議の上、公認要件がより緩和

された４種ライトにて整備を進めること

で、次期検定に合わせ全面的な改修整備を

予定しております。 

次に、クロスカントリースキーのコース

整備については、冬季間の施設の有効利用

として、これまで陸上競技場を中心にコー

ス整備を行っております。 

圧雪作業においては、ある程度積雪があ

った上で、埋設物を傷めないよう注意を払

いながらコース整備に努めているところで

ありますが、近年、降雪が少なく地面が凍

上し、陸上競技場トラックが波打つ状況も

認識しているところであります。 

また、陸上競技場の管理につきまして

は、例年、融雪剤の散布やローラーによる

転圧、除草及び芝生の管理作業などスポー

ツ振興課職員が適宜行っているほか、利用

団体に対しては、毎年の調整会議等におい

て、利用後のグラウンド整備をお願いし、

実施いただいているところであります。 

御質問のクロスカントリーコースの見直

しについては、今後スキー連盟とも協議し

た上で、既存の柏ヶ丘公園内を活用したコ

ース整備を基本に、引き続き検討してまい

りますので、御理解をお願いいたします。 

二つ目の美富公園テニスコートの整備改

修についてですが、テニスコート東側の擁

壁が傾いてきており、平成２９年に公園所

管の建設部とソフトテニス協会との三者

で、整備計画を含め協議を進めてきた経過

があります。 

現時点においては、擁壁がすぐに倒壊す

る恐れがあるとの認識はありませんが、利

用者の通行禁止の措置とスーパー土のうに

より安全を確保した上で、利用いただいて

いるところであります。 

なお、令和２年度にソフトテニス協会と

移設整備も含めた整備手法について意見交

換をしてきましたが、移設場所や費用等の

課題も多く、現在のところ具体的な整備計

画には進展していない状況にあります。 

今後も安全確保を図りながら、ソフトテ

ニス協会と継続して協議してまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

三つ目の町営プールの年間運営について

ですが、Ｂ＆Ｇ海洋センタープールは、平

成３年度にＢ＆Ｇ財団により建設され、毎

年５月６日から１０月３１日まで開設して

おり、多くの水泳愛好者に利用されており

ます。 

また、Ｂ＆Ｇプールの構造は鉄骨上屋シ

ートであり、温度を保つようペレットボイ

ラーにより室内と水を加温し、管理運営し

ております。 

御質問の通年利用についてですが、建設

当初から水泳協会との協議や民間類似施設

との関係から、現在の開設期間としており
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ますが、冬季間の営業となりますと、既存

の施設は上屋シートであるため、屋根と壁

で囲うなどの全面改修が必要となってきま

す。 

このため、現在の施設では冬季間の営業

は困難であり、現時点での年間運営は考え

ておりませんが、今後、改修の時期を含め

検討してまいりますので、御理解をお願い

いたします。 

また、休日の夜間の開設については、利

用者のニーズを適切に把握した上で、十分

検討してまいりますので、御理解をお願い

いたします。 

以上、お答えいたしました。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） それでは、まず、

子ども医療費についてから再質問いたしま

す。 

恒久的な多額の財源を伴うと答弁されて

おりますが、１８歳までの医療費を無料に

した場合の負担金というのはどのように試

算され、多額と答弁されているのか、根拠

となる試算をお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 御答弁い

たします。 

高校生までの医療費を無償化にした場合

の試算についての御質問でありますが、実

際に無償化を実施するとした場合の試算を

行うに当たりまして、現在実施しておりま

す中学生までの子ども医療費の助成実績や

厚生労働省が公表している全国の高校生相

当の平均医療費を参考に試算を行ってござ

います。 

今、中学生までとなっておりますが、高

校生まで拡大した場合について、統計資料

を基に算定したところ、概算必要額として

約１,０００万円になるかと思われます。 

また、関連制度といたしまして、答弁に

もありましたとおり、ひとり親家庭等医

療、それから重度心身障がい者医療の助成

対象の中にも高校生の医療費分が含まれて

おりますので、こちらの自己負担額を全額

助成とした場合については、約１５万円と

いう算定を行っております。 

また、中学生から高校生までの３歳分の

医療費無償化を実際に実施した場合は約４

８５万円ということで、それぞれ加算をし

ていくと全体で約１,５００万円程度。 

概算額ではありますけれども、こちらが

必要額という算定を行ってございます。 

以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今、試算の話を答

弁していただきましたけれども、現状では

１５歳まで医療費助成を受けているのです

が、高校３年生までということであれば、

３年間分を増やすことによって１,５００万

円増額されるという試算でよろしいでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（水上修一君） 質問があ

りましたとおり、中学生から高校生まで拡

大した場合の１,５００万円ということで構

いません。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 先ほどの答弁にも

ありましたけれども、１８歳までの子ども

医療費を無償化にした場合、関連するひと

り親家庭等医療や重度心身障がい者医療の

助成対象となる高校生の医療費について

も、同様の対応を行う必要があるという答

弁がありました。 

今回の１８歳以下の医療費とひとり親、

重度心身障がいという福祉の関係は、分け

て考えないといけないのではと私は思って

います。 

１,５００万円ぐらいということであるな

らば、例えば、今、中学生まで０.５割の負
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担金をいただいているのですけれども、段

階的に中学生を無料化にして、高校生は課

税世帯の負担金上限をもらうとすると、こ

の１,５００万円というのは若干削減できる

のではないかと思うのですが、その辺の検

討の余地はないのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいま福祉

施策の観点から子ども医療という部分につ

いての御質問だったかと思います。 

種々手法はあろうかと思うのですけれど

も、基本的に福祉施策としてこの医療費の

拡充ということを考える場合、北海道の各

市町村で対象年齢、一部自己負担について

ばらつきがあります。 

そのような中で、居住している自治体に

よって子ども医療費の格差が生じるという

ことについては、国・道レベルの課題では

ないのかなと感じているところでございま

す。 

美幌町といたしましては、本来、お子様

は社会で育てるという観点を持っておりま

して、子供が享受できる医療費という部分

につきましては、格差があるべきものでは

ないと考えているところであります。 

どの地域に居住していても同じ子ども医

療費の助成が受けられるよう、まずは国・

道が環境整備を進めるべきであると考えて

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 確かに部長のおっ

しゃることは当然だと思うのですけれど

も、２０１７年８月、全国保険医療団体連

合会が日本経済新聞の「意見と要望」に１

８歳の部分について述べておりますので、

記事の一文をちょっと紹介させていただき

ます。 

「子ども医療費助成によって安易な受診

は増えてないし、医療費膨張は起きていな

い」、窓口負担無料化を行っている自治体

の具体的な実例として「２０１２年１０月

から１８歳まで窓口負担無料化を実現した

福島県の国保データを見ると、医科・歯科

とも無料化後、１８歳未満の非課税者１人

当たりの医療費は横ばいだ」「岐阜県大垣

市は１８歳まで窓口負担無料化を実施して

いますが、経年的に見ても子ども医療費の

自治体の支出は、導入前の２０１１年度の

７.９億円から導入後の２０１２年度は約

８.７億円で、１１０％増となっています。

しかしこれは、対象人数の伸び２万２,８１

８人から２万６,８７５人、１１７％増によ

り低くなっている。さらに、２０１５年度

は８.５億円ですので、どう見ても医療費膨

張は起きていない」と述べております。 

ちなみに８.６億円は、大垣市の予算総額

の１.５％、一般財源でも１.４％にすぎ

ず、答弁のような多額の財源が必要という

わけではないと、他の自治体のデータでも

明らかであります。 

部長もおっしゃっておりますけれども、

医療費の助成があるために多くの格差が生

まれるということはあってはいけないこと

でありますが、この医療費の助成があるた

めに多くの命と健康が救われるという認識

を持っていただきたいと思っております。 

窓口負担があることによって、経済的な

理由で本当に必要な医療を受けられない子

供たちがいるという事実、その原点から出

発すべきであり、窓口負担無料化で成長期

にある子供たちの病気を早期に発見し、早

期に治療すること、そして治療の継続を確

保することは、子供の心身の健全な発達に

必要不可欠ということは、多分理解されて

いると思います。 

すぐに結論は出ないと思いますけれど

も、今後、国の動向を見ながら政策を考え

ていくと答弁されておりますが、国の動向

を見ずとも先ほど紹介した二つの自治体も

あるように、その自治体ごとで財源の持ち

方は違うと思いますので、その辺の調査や

視察というのも行っていくべきではないか
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と思います。 

その辺についてどうお考えなのか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議員おっしゃ

るとおり、様々な施策を打っている市町村

が多々あります。先進的な事例を行ってい

る市町村もあろうかと思います。 

そこにつきましては、積極的に情報等々

を収集し、本町にとって何が一番いいの

か、ベストなのかということを探っていき

ながら、今後の福祉政策に向けて進めてま

いりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 道内だと南富良野

町が２２歳に達するまで、所得制限なしで

医療費を受けられるという情報もあります

ので、その辺も含めて今後調査していただ

ければと思います。 

また、総合的な子育て支援が美幌町にと

って重要との認識は共通して持たれている

という答弁がありました。 

我が党の公明党も子育て応援トータルプ

ランというのを掲げて、結婚・妊娠・出

産・子育て、また、１８歳までの医療費無

償化も含め、切れ目のない支援の充実を公

約として掲げております。 

また、２０２３年４月に子ども家庭庁と

いうのも創設される予定でありますので、

今後、国の打ち出しにもよるとは思います

けれども、子育て世代、また、その子供た

ちに長く美幌町に住んでいただけるような

施策を望み、この質問を終わりたいと思い

ます。 

次に、糖尿病リスク予測ツールについて

の再質問に移りたいと思います。 

まず最近、この糖尿病について人工透析

を受けられている、移行していく部分があ

るのですけれども、今現在、美幌町で人工

透析を受けられているという方は何人おら

れるのか、もし分かれば教えていただきた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

まず、令和３年度の実績でございます

が、町の事業であります国保加入者が１３

名、後期高齢加入者が３３名、あと、私ど

もで押さえている国保病院の通院患者につ

きましては７１名、トータルで１１７名と

なっております。 

以上、御答弁させていただきました。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 美幌町として「特

定健診の受診結果により糖尿病の発症する

恐れのある方には、保健師・栄養士による

結果相談会をはじめ定例健康相談などを行

っています」との答弁がありました。 

特定健診の受診率について、検査時に糖

尿病予備軍みたいな診断結果がもし出た場

合、どのように受診者に伝えているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

現在どのように伝えているかということ

でございますが、特定健診後の結果相談会

は年間６回あり、実施内容につきましては

検査データの説明、体組成の測定、管理栄

養士による食事の指導、しゃきっとプラザ

でいろいろな減量塾等の運動指導もしてお

りますのでそちらの勧奨、糖尿病の重症化

の恐れがある方については重症化予防の勧

奨だとか、国保病院での糖の負荷試験、そ

のような部分の指導を含めて、窓口指導ま

たは訪問指導している状況にあります。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 次に、美幌町の健

康診断というのは分かるのですけれども、
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企業で訪問型の移動バスの健診というのも

あると思います。 

このような企業の訪問型の移動バスの健

診というのは、細かな指導までは行き届か

ないと思いますけれども、美幌町として国

民健康保険以外の受診について把握してい

るものがあれば、お教えいただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

国保、後期以外の状況については把握し

ておりませんので、御了承願います。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） この項目で最後の

質問にしたいと思いますが、答弁で「糖尿

病の早期発見、早期治療に結びつけるた

め、予測ツールの活用を含め、糖尿病の防

止に向けた取組を積極的に行う」とのこと

ですけれども、今後どのように積極的な取

組をされるのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 御答弁い

たします。 

予測ツールにつきましては御答弁をさせ

ていただいておりますが、国立国際医療研

究センターによると、セルフチェックのシ

ステムについては糖尿病と診断されたこと

がない３０歳から６４歳の健康な方を対象

としております。 

私も実際にやってみたのですが確かに簡

単な入力で、また、プラスしていろいろな

検査の測定値を入れることによってさらに

詳しく出るという非常に便利なツールとい

うのは承知しているところでございます。 

その後の受診だとか、自分のセルフチェ

ック、健康づくりにどうつなげていくかと

いうことを保健福祉課の中でも保健師・栄

養士としっかりと協議を進めていきたいと

思います。 

まずは、今現在実施しております特定健

診で受診率を上げることも当然であります

が、その中から発見された糖尿病プラス腎

機能が低下している腎症の方をしっかりマ

ン・ツー・マンで、顔の見える形で健康指

導して、必要であれば病院への受診を勧奨

し、早い段階から拡充して、来年度以降も

実施してまいりたいと思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 町民の健康を守る

ために本当に必要な部分だと思いますの

で、いろいろな部分を含めて、町民の方の

健康を守っていただければと思います。 

この質問を終わりまして、次に、スポー

ツ施設整備についての再質問に移りたいと

思います。 

まず最初に、４種公認をもらうために令

和６年までに改善しなければならないとあ

りますが、４種ライトの公認をもらうなら

ばいつまでに改善しなければならないの

か、お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） ただ

いまの質問に御答弁いたします。 

次期検定の期限が令和６年９月１４日と

なっております。それまでに整備を行いま

して、検定を受けたいと考えております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） すみません、私の

認識不足なのですけれども、４種公認をも

らうにしても、４種ライトの公認をもらう

にしても、令和６年までに改修が必要とい

う認識でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） は

い、そのとおりでございます。 
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○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回、４種ライト

の公認をもらうということなのですけれど

も、例えば、この４種ライトで中体連だと

か、高体連だとかを美幌町の陸上競技場で

行うということは可能なのかどうか、お伺

いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 御答

弁いたします。 

管内大会規模の競技会は開催することが

できまして、それは公認記録となります

が、これまで全天候、オールウェザーの競

技場になっております北見、網走の競技場

で全道大会は開催すると、陸上競技協会で

回しながらやっているということでござい

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 令和６年までに陸

上競技場の改修をしていただくということ

なのですが、このときに全天候型トラッ

ク、通称タータンという言葉なのでしょう

けれども、このタータンにした場合の改修

金額、また、今までどおりの現状の改修等

をした場合の見積りというのを検討したこ

とがあるかどうかについて、お伺いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 当

初、平成１２年、全天候に整備する段階に

おいても、全面を整備するかどうかという

協議をしてきた経過はあります。 

ただ、金額的なものの見積りはとってお

りませんが、４種ライトで更新整備をする

としまして、今の段階での予算額としまし

ては、７,１５０万円という見積りはいただ

いているところでございます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今後、普通の改修

で７,１５０万円ということなのですけれど

も、全天候型のトラックにするという計画

は、今のところ持ち合わせていないのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） それ

につきましても、陸上競技協会と協議をし

ながらですが、現在、北見と網走にも全天

候の競技場がありまして、それ以外の設備

を整えなければならないというところもあ

ります。 

ただ、今現在のトラックがアンツーカー

といいますか、土のトラックになっており

まして、インフィールドが全天候となって

おりますので、練習環境としては十分整っ

ているかなと思います。しかし、現在の全

天候、オールウェザーにつきましてもかな

り劣化が進んでいるところもございますの

で、そういった改修も含めて今後検討して

いきたいと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 施設改修整備とい

うのは当然、７,１５０万円という多額な金

額が必要というのは理解するのですけれど

も、あと、年間のトータル維持費で考えた

場合、やはり１０年、２０年後を見据えて

総合的に全天候型トラックというものに移

行していったほうが、この維持費を安く抑

えられるのではないかなと思います。 

先ほどの部分で言うと、なかなか金額的

には難しいと思うのですが、年間維持費と

いうことを考える、また、整備していただ

くお金とかも考えると、１０年、２０年後

の維持費が抑えられるならば、全天候型に

したほうが今後美幌町のためにはいいので

はないかと思うのですけれども、再度この
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辺についてお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのコー

ス整備の関係でございますけれども、後ほ

どプールのところでも出てきますが、近隣

に通年のプールがあるだとか、全天候の競

技場があるとかということでございます。 

そのような中で、美幌町として全てフル

で整備しなくてはいけないのかどうか、こ

のようなことも含めて、今現在スポーツ推

進計画を策定している段階でございますの

で、委員さんたちから様々な御意見をいた

だいた中で、町として考え、判断してまい

りたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） すみません、何か

くどくどとなってしまうのですけれども、

まず、陸上競技場の改修を令和６年までに

終わらせなければいけないということなの

ですが、令和６年までに終わらせるという

ことは、令和５年度中に改修を進めていく

という考えでよろしいのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 来年

度、整備も含めて検討してきてはおります

が、令和６年９月１４日が検定期限となっ

ておりますので、それに合わせた整備を進

めていきたいということで令和６年に着手

していきます。しかし、工期が四、五か月

かかるということもありますので、検定期

限に間に合わなければ検定期限を延長する

という方法もございますので、計画として

は令和６年に実施してまいりたいと考えて

おります。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 令和６年というこ

とで、ちょっと先の話になると思うのです

が、陸上競技場の改修中、子供たちという

か、陸上をしている子供たちの練習場とい

うのが確保できなくなると思うのです。 

先ほど言われたように、北見とか網走に

いい施設があるよということなのですけれ

ども、そこまで行くにしても、子供たちは

保護者に連れて行ってもらうしかないと思

うのです。 

このことについて、今後、改修のときの

話ではありますけれども、例えば、週１で

もいいのでバス輸送してあげるとか、その

ような考えがないのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

例えば、サニーセンターを使うですと

か、バスの送り迎えにつきましても、今後

どのような形になるのか競技団体とお話を

進めながら、なるべく子供たちに負担のか

からない、保護者に負担のかからない形で

研究してまいりたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今、美幌町は、未

来ある子供たちのスポーツがすごく盛んに

なっていますので、子供たちの練習の場を

奪わないような政策を望みたいと思いま

す。 

次に、クロスカントリースキーのコース

の整備についてでありますけれども「競技

場トラックが波打っている状況も確認して

おりますが」という答弁がありました。 

確認したときはいつ頃なのか、また、確

認していながら、クロスカントリーコース

を変更しなかった経緯について、お伺いし

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） お答

えいたします。 
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春先、４月には凍上して波打つという状

況は、毎年のように確認しております。 

例年であれば、凍上がある程度落ちつい

てから転圧整備をしてきているのですが、

今年に限っては早めの整備ということで、

グレーダーをかけて転圧させていただいて

います。 

その状況の中で凍上が少し落ちついてく

ると、当然、グレーダーで平らにしたとこ

ろがまた沈むというところも出てきて、夏

場の間も凸凹といいますか、へこんでいる

ところがあるというのを確認しておりま

す。 

また、デュアスロン大会が終わった後に

も記録会があるということで、グレーダー

整備をかけながら実施をしたところです

が、どうしても不陸調整がうまくいってい

ないところが見受けられましたので、来年

以降、それも含めて整備を進めていきたい

と考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 陸上競技場につい

ては、今後、全面的な改修をしていただけ

るというお話でありますので、計画どおり

進めていただいて、中途半端な整備ではな

くて、利用者の利便性を高めるよう綿密な

打合せをしていただいて、進めていただけ

ればと思います。 

クロスカントリーのコースの見直しも含

めて、子供たちが困らないよう整備をして

いただければと思います。 

次に、テニスコートについてお伺いした

いと思います。 

テニスコートについて、現時点では擁壁

がすぐ倒れるおそれがあるとの認識はない

とのことですが、どのような認識で倒れな

いと判断されているのか、また、大型土の

うの耐久年数はどのぐらいだと判断されて

いるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 擁壁

につきましては、平成２９年に利用団体か

ら申入れもあったので、建設部と協議をし

ながら、スーパー土のうという土のうで全

体を止めているという状況であります。 

それが倒壊するということは、今のとこ

ろ考えにくいとは思いますが、耐用年数が

いつまでかといいますと、およそ３年では

ないかと考えております。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） スーパー土のうを

積んでから何年ぐらい経過しているのでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 令和

元年６月に調査結果を説明しながら、スー

パー土のうで対応するということで設置し

ております。 

すみません、正確ではないかもしれませ

んが、平成３１年頃には設置をしていると

思います。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） ということは、３

年も経過している。 

先ほど言われたスーパー土のうは、通称

大型土のうと我々は言うのですが、この大

型土のうにシートをかぶせているので、劣

化の速度というのは当然遅れると思うので

すけれども、定期的にシートの中身を確認

しないと、大型土のうがどのぐらい風化し

ているかということは分からないと思いま

す。 

この辺について、保存状況の確認という

のはされているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 先ほど、スーパ
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ー土のうの関係で課長から御答弁申し上げ

ましたけれども、私から若干補足をさせて

いただきたいと思います。 

今現在、美富テニスコートにつきまして

は、美幌町ソフトテニス協会に維持管理を

委託しているところでございます。 

スーパー土のうの施工につきましては、

耐候性の土のうを置いた上に耐候性のシー

トをかぶせているという状況でございま

す。 

ソフトテニス協会でも使用のたびだと

か、逐次テニスコートに行っていただいて

います。 

そのたびに現場も気にしていただいてお

りますので、その中ではまだ大丈夫だよと

いうお答えもいただいている状況でありま

す。 

また、担当としましてもこのテニスコー

トに限らず、事あるごとに各スポーツ施設

を日々パトロールしており、そのときにも

気に留めて確認している状況でございま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） スーパー土のうと

いうか土留め工事は、あくまでも仮設工事

であります。 

ソフトテニス協会との継続的な協議とい

うのをされていると思うのですけれども、

熱海の土砂災害も記憶に新しいと思いま

す。 

地滑りというのは本当に突然起こります

ので、スーパー土のうでの土砂滑りという

か、そのようなものは一時的な効果はある

かもしれませんけれども、先ほど言いまし

たように経年劣化というのがどのような結

果をもたらすか分かりませんが、その辺に

ついても継続的・計画的な修繕なり、移転

なりの計画を持っていっていただければと

思います。 

土砂災害が起きてからだと、命に関わる

問題にもなりますので、その辺の認識があ

るのかだけお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、議員おっし

ゃるように、決してスーパー土のうを過信

することのないよう日々の点検・管理を徹

底してまいりたいと思います。 

また、ソフトテニス協会との意見交換を

日々行っていますけれども、先ほど申しま

したスポーツ推進計画の中でも、整備の在

り方等について議論してまいりたいと思い

ます。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 最後に、プールに

ついてお伺いしたいと思います。 

答弁で、プールは平成３年に建設された

とのことであります。 

平成３年ということで、既に３１年を経

過しております。 

通常、コンクリートの構造物であれば短

くて３０年、通常で５０年というのが経年

劣化の範囲になりますけれども、現状のプ

ールであと何年利用されるのか。 

また、答弁には、今後の改修時期を含め

て検討してまいりますとありますが、今後

においてプールの建て直しというのはどの

ような計画になるのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 御答

弁申し上げます。 

現在、おっしゃるとおり３０数年経過し

ているということで、随時鉄骨塗装ですと

か、床の張り替え等、修繕をしているとこ

ろです。 

美幌町の長寿命化計画等を含めまして、

今後に向けて建て替え等も含めた改修工事

は検討してまいりたいと思いますが、現時

点で計画としてはございませんので、よろ
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しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今、プールは１０

月３１日までの開設でありますが、その

後、鉄骨上部シートというのは撤去してい

る現状にあると思います。 

また、５月６日のオープンに間に合うよ

う上部シートをかけて、年間の維持という

か、プールの運営をされていると思います

けれども、このプールの撤去だとか、シー

トをかけるだとか、シートを外すだとかの

費用、年間維持経費というのはどのぐらい

かかっているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興課

長。 

○スポーツ振興課長（浅野謙司君） 現

在、スポーツ協会に指定管理を委託してい

る中に含めておりますが、上屋の取付け、

取り外しの経費は、例年２０万円ほどかか

っているということでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 年間２０万円、分

かりました。 

今回、スポーツ関連施設についても、年

数が経過しているものは当然あると思いま

す。 

改修整備において年次計画を立てて、ス

ポーツ施設に特化した基金を積み増しする

など、今後の計画について何かありました

らお伺いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 基金の関係でご

ざいますが、既存の公共施設整備基金がご

ざいますので、町長部局と相談しながら整

備に当たっての財源として活用してまいり

たいと思います。 

そういったことから、現在のところ新し

い基金を創設してという考えは持ち合わせ

ておりません。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ２番藤原公一さ

ん。 

○２番（藤原公一君） 今回、スポーツ施

設について、陸上競技場、クロスカントリ

ー、ソフトテニス、プールなどのことを取

り上げましたけれども、質問で述べさせて

いただきましたように、未来のアスリート

を養成するには環境も大変大事だと思って

おります。 

未来のアスリート事業で子供たちに助成

金を出しているという経緯もあると思いま

すが、設備環境というのも大事だと思いま

すので、美幌町の施設はオホーツク管内で

一番使いやすいね、記録が出やすいねと言

われるような施設整備を要望して、今回の

質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、２番藤原

公一さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は、１３時４０分といたします。 

午後０時２５分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後１時４０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

５番木村利昭さん。 

○５番（木村利昭君） 〔登壇〕 それで

は、私からは大きく２点、質問をさせてい

ただきます。 

まず一つ、武力攻撃時の住民保護につい

て。 

ミサイル発射時の町民の命を守る計画に

ついて質問します。 

本年１０月４日、北朝鮮よりミサイルが

発射され、日本の国土をまたぎ太平洋に落

下しました。 

それ以降も、度重なる実験という名のミ

サイル発射が行われている現状です。 

ロシアにおいても、北方領土にて軍事訓

練を行う等、現在のロシア情勢を鑑みる
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と、陸上自衛隊美幌駐屯地がある町とし

て、いつミサイルで狙われることがあって

もおかしくない状況と考えます。 

政治の一番の役割は、住民の命を守るこ

とであります。 

それを踏まえた上で、今後、美幌町にミ

サイルが落下する可能性がある場合を想定

し、避難や防災について対策や計画を定め

るべきと考えますが、町の方針や考え方を

お伺いします。 

二つ目、みどりの食料システム戦略につ

いて。 

みどりの食料システム戦略の導入につい

て質問します。 

政府は、農業においても脱炭素を図りな

がら、持続可能な食料システムの構築を目

指すことを目的に、２０５０年までに「化

学農薬使用料の５０％削減」「化学肥料使

用量の３０％低減」「耕地面積に占める有

機農業の割合を２５％に拡大」を行う等の

スローガンを掲げるみどりの食料システム

戦略を策定しました。 

ビートや小麦等の大規模農業を主産業と

する美幌町において、このシステムを導入

することは想像以上にとても大変なことで

す。 

しかし、砂糖の消費量が減少する情勢の

中で、今後ビートの生産量の見直し等も美

幌町の農業に大きな影響を及ぼすことが懸

念されます。 

また、安心安全な食を求める世論の傾向

が強まる時代において、このシステムの導

入と向き合うことは、避けて通ることので

きないものであると認識しています。 

事実、北海道の自治体ではいまだに導入

が進んでいるところはないのが現状です

が、だからこそこのシステムを生かし、先

進的にこのシステムを導入したまちづくり

を行うことにより、グリーン農業の実現に

よる安心安全な食から生まれる観光や安心

安全な子育て環境の構築を目指してみるの

はいかがでしょうか。 

２０５０年までには、このスローガンを

やらなければならないというのが国の考え

方であり、美幌町においても例外ではあり

ません。 

残り２７年少々と時間はたっぷりあるよ

うで、今から取り組んでいかなければ、目

標をクリアすることはとても難しいと考え

ます。 

まずは、次代を担う農業者や子育て世

代、飲食関係者を交えた検討会をつくり、

どのようなことから取り組んでいけるか等

の検討を進める動きが必要であると思いま

す。 

こうした取組は、自治体として町がリー

ドして、町全体で取り組んでいくべきと考

えますが、町長の考えをお伺いします。 

以上２点、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 木村議

員の御質問に答弁いたします。 

初めに、武力攻撃時の住民保護について

ですが、町は国の方針に基づき、平成２５

年７月に「美幌町国民保護計画」を作成、

武力攻撃事態や緊急対処事態が発生した場

合に、国及び北海道、隣接自治体、関係機

関等と協力・連携を図り、迅速かつ的確に

住民の避難や救援などが行えるよう、基本

的な事項を定めております。 

特に、弾道ミサイルは発射から極めて短

時間で着弾することから、初動対応は重要

となりますが、国からは携帯電話会社を通

じて、緊急速報メール（エリアメール）に

より緊急情報が配信されます。 

町では、Ｊアラートを察知した際、消防

本部が直ちにサイレンの吹鳴を行うほか、

正確な情報をあんしんねっと、ホームペー

ジ等を通じて、町民へ情報発信することに

なります。 

御質問の美幌町にミサイルが落下する可

能性がある場合を想定した計画等は定めて

おりませんが、国民保護計画や地域防災計

画に沿って、武力攻撃事態や緊急対処事態
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が発生した場合は、適切に対処してまいり

ます。 

さらに、自ら命を守る行動や危機意識を

促すためにも、道内に落下する可能性があ

る場合の住民がとるべき行動については、

ホームページを通じて周知しているところ

ですが、町広報紙に掲載するなど、今後も

周知に努めてまいりたいと存じますので、

御理解を賜りますようお願い申し上げま

す。 

次に、みどりの食料システム戦略につい

てですが、みどりの食料システム戦略は、

農林水産業や地域の未来を見据えた持続可

能な食料システムの構築のため、令和３年

５月に農林水産省が決定・公表したもので

す。 

中長期的な観点から調達、生産、加工・

流通の各段階の取組と、温室効果ガスの排

出量と吸収量を均衡させるカーボンニュー

トラルなどの環境負荷低減のイノベーショ

ンにより、２０５０年を目標に様々な施策

を進めていくものです。 

農業分野での目指す姿として「化学農薬

使用料の５０％低減」や「化学肥料使用量

の３０％低減」「耕地面積に占める有機農

業の取組面積の割合を２５％に拡大」な

ど、目標に向け、段階的に取り組むことと

されています。 

本町の農業は、てん菜、小麦、バレイシ

ョ、タマネギなどを生産する大規模畑作経

営を中心に行われており、作付面積は約１

万ヘクタールで、ここ３０年間を比較して

も面積に大きな減少は見られませんが、生

産者の減少・高齢化が進んでおります。 

農業経営の大規模化や生産者の減少・高

齢化の中での化学農薬・化学肥料使用量の

低減や有機農業の取組面積の拡大は、決し

て容易ではありませんが、グリーン農業実

現のためには、環境負荷低減・省力化に資

するスマート農業技術の導入を一層推進す

ることが重要と考えております。 

また、有機農業の生産から消費まで一貫

した推進体制の構築など、農業者だけでは

なく、事業者や地域の皆さんなど、関係者

が一体となって取り組むことが、本町農業

の振興・発展につながるものと認識してお

ります。 

現在、本町では、国の補助金を活用した

スマート農業機械の導入・定着が進んでお

り、有機農業等に取り組む生産者への支援

も行われております。 

今後、国・道において、みどりの食料シ

ステム戦略を実現する、みどりの食料シス

テム戦略推進交付金等を活用した事業を展

開する予定でありますので、実施要綱等が

示され次第、内容を確認し、関係者と協議

の上、実施を検討してまいります。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ミサイル発射時の

町民の命を守るということで、今、美幌町

も国民保護計画を策定し、多分、ほかの町

でも同様の計画を策定しているのかなと思

います。 

中身を見させていただきますと、ミサイ

ルが発射され、美幌町にミサイルが飛んで

くるとなったときに、美幌町単体でどうに

かできる問題かというと、そうではない。 

町単独でどうにかできないというのは、

重々承知しております。 

今、ロシアとウクライナが戦争になって

いますけれども、ウクライナとの戦争がな

ければ、もしかしたら日本にもその火の粉

が降ってきてたのではないかというニュー

スも耳にしました。 

これが、実際どうだったかということは

さておき、１回目の質問でもお話させてい

ただいたとおり、今、北方領土でも軍事演

習が行われていたり、北朝鮮で実験という

名のミサイル発射が本当に増えてきていま

す。 

その中で、自衛隊がある町として狙われ
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てもおかしくないのではないかという考え

は、そんなに難しくない話なのかなと思い

ます。 

今朝の道新に、国としてもシェルターを

つくっていくということで、これに対し遅

過ぎるのではないかというニュースが出て

おりました。 

そのようなこともあるのですが、万が

一、戦争、有事、ミサイルが降ってくる可

能性がある場合、美幌町と自衛隊との連携

や情報交換、こうしたところは現状どのよ

うになっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 危機対策課長。 

○危機対策課長（弓山 俊君） 国民保護

措置の基本的な考え方として、防災のため

の連携体制も活用して、関係機関との連携

体制を整備するということとしているとこ

ろであります。 

過去に実施してきた訓練や今回１０月に

実施した総合防災訓練などを通じて、国民

保護の措置における関係機関との連携、先

ほど言った自衛隊との関係についても、一

定程度確保できていると考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 先日の総合防災訓

練は、水害という部分の訓練だったと思う

のです。 

今、私が質問させてもらった部分に関し

ては、自然災害というよりかはミサイルだ

ったり、戦争時、そのような有事の際の情

報交換と連携です。 

そのようなところの連携というのはどの

ようになっているのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（小室保男君） いわゆる有

事、武力攻撃、そのような事態の美幌町単

一の自治体と自衛隊との関係性というので

しょうか、情報の連携等については、特段

の定めは持ってございません。 

有事の際は当然、国土防衛に関わる安全

保障の問題になりますので、なかなかその

情報が１市町村に下りてくるというのも想

定できないのではないかという認識を持っ

ているところであります。 

ただ、一方で地元に駐屯地が所在する町

でありますので、そのような意味では日頃

から連携を図って、町の防災体制にも関わ

っていただいております。 

そのような関係性は引き続きしっかり深

めていくということで、何か有事の際に顔

の見える関係が役立つこともあるのだろう

と思いますので、そのような体制を整えて

いきたいと考えてございます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今までの現状か

ら、いきなり美幌町にミサイルが降ってく

るということは、なかなか想像しがたい部

分ではあるかと思うのですが、いつ起こっ

てもおかしくないだろうと思っておりま

す。 

それが美幌なのか、ほかの自治体なのか

はさておき、いつ起こってもおかしくない

だろうということで、不安に思っている町

民の方も多いです。 

というのは、自衛隊の駐屯地があります

ので、特にその近辺に住んでいる方とかは

かなり不安に思っていて、私だけではなく

て、ほかの議員もそのような相談を受けて

いるというのが現状であります。 

先ほど、今朝、国でもシェルターをとい

うニュースが出たと言いましたが、確かに

遅過ぎるなと。 

今この国にミサイルが来て、どこに逃げ

ればいいのだという話を考えたときに、コ

ンクリートで出来ているから役場庁舎に逃

げましょう、小学校に逃げましょう、そこ

にミサイルが来たらもう防ぎようがないと

いうのが現状だと思います。 

これは、自治体単独でどうにかできるも

のではないと私も思っておりますが、実際

にシェルターの設置だとか、国が今そのよ
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うに動き出しているという背景も見据え

て、自衛隊がある町として、例えば、シェ

ルターの設置を国に陳情していくだとか、

そのようなところというのは、今後どうで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今日、報道等に出

ているシェルターという話はあるのですけ

れども、今の段階でこのような論議、私は

こうすべきだとか、どうするという発言は

差し控えたいと思っております。 

私が危惧するのは、自衛隊の町だから攻

撃の的になるのだという概念は一旦置いて

いただいて、この国をどう守っていくかと

いうこと。 

大事なことは、いろいろなことがそれぞ

れの町においても起こり得る場合に、自衛

隊だけに依存するのではなくて、どのよう

に国を守るとか、地域を守る、自分の家族

を守るということをしっかり考えていくこ

とのきっかけとすることだと思います。 

確かに、ウクライナ侵攻によって、北方

領土にいろいろな設備がされているので、

それに近いところにある自衛隊の町が攻撃

されるという不安があるという方がゼロだ

とは思いませんが、それよりもきちんとし

っかり自分の国、この地域を守ることを考

えるいい機会として捉えていただきたいと

思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） ちょっと誤解を招

いてしまわないようお話しますけれども、

美幌町に自衛隊があるから特別に危ないと

いう話では決してありません。 

ただ、一般論というのが合っているかど

うか分かりませんが、実際に戦争だった

り、ミサイル発射がいつ起こるというのは

想像できない状態で、何もないところに打

つより、やはり基地があるところにという

論点は、絶対に起こってくると思うのです

ね。 

今後、美幌町にミサイルが降るかも、い

つ降るという議論ではなく、少しでもその

ような可能性があって、危険な考え方とい

うか、恐れがある状態になっている中で、

決して避けて通れない話だろうと私は思っ

ています。 

なので、決して町単独でどうにかという

話ではなく、美幌町としてどのようにして

町民を守っていくかというところで、今回

この質問をさせていただきました。 

何度も申し上げるとおり、自衛隊の町だ

から美幌町がターゲットになるとか、その

ような話ではなく、いつでもその危険とい

うか、想像できない危険が隣り合わせにあ

るのだという中で、どのように町民を守っ

ていくべきなのかというところを考えてい

きたいというか、考えていただきたいとい

うか。 

もちろん、私たちも一緒に考えていかな

ければ駄目だと思うのですけれども、その

きっかけにしたいということで、この質問

をさせていただきました。 

続きまして、みどり戦略の部分で再質問

をさせていただきます。 

今回、みどり戦略のお話をさせていただ

きましたが、決して農業のことだけという

捉え方ではなく、私はこれからの美幌町の

まちづくり、そして農業を核にした食育、

安心安全な子育てということも含めた観点

で質問させていただいているということ

で、受け止めていただきたいと思っており

ます。 

先ほどの答弁にもありましたが、有機農

業に取り組む生産者への支援ということで

現状、どのようなことを取り組んでいるの

か教えてください。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） 美幌町の

有機農業の取組内容について御説明させて

いただきます。 

本町では、有機農業に取り組む生産者が

交付金を受け取ることができる、環境保全
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型農業直接支払交付金事業というものを実

施させていただいております。 

その中で、令和４年度につきましては、

有機農業の取組を行っている生産者は６戸

となっておりまして、面積としては５３町

となっております。 

以上でございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 有機農業に取り組

む農家さんが６戸で、５３町の面積がある

という御答弁をいただきました。 

環境保全型農業の支援を行ったことでこ

の６戸の農家さんが増えてきたのか、それ

とも有機農業に取り組みたいというところ

でこのような支援をという形なのか、どち

らなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 農林政策課長。 

○農林政策課長（橋本 勝君） こちらは

国の事業で、反当たり１万２,０００円が交

付されることになりますので、そのことも

あって手を挙げていただいたと考えており

ます。 

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の御質問なので

すけれども、国が今回の戦略を定める前、

平成２３年度からこの事業はあります。 

ですから、多分この戦略に基づいてとい

うよりも、有機農業をよしとする農家の方

がこの支援を受けて取り組んでいるという

状況でありますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） みどり戦略の推進

交付金のメニューを拝見しますと、様々な

項目がございます。 

私が知らないだけかもしれませんが、

様々な項目がある中、有機農業産地づくり

推進という項目に取り組んでいる北海道の

自治体は確認できていません。 

みどり戦略の交付金のメニューを使おう

と動いている北海道の自治体で多い項目

は、バイオマス地産地消対策かなと思って

います。美幌町の隣町も使っている状況で

す。 

美幌町のメイン産業は農業ということ

で、ゼロカーボンシティ宣言を行った町と

して、美幌町らしさを生かした形で、ゼロ

カーボンシティのコンセプト開発を行う必

要があるのではないかと思っております。 

その中で農業というところを取り組むべ

きなのかなと、みどり戦略の交付金とかも

たくさんありますので、美幌町にとっても

チャンスなのかなと思うのですが、その辺

りの捉え方はいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど答弁させて

いただいたとおり、あくまでも農林水産業

というか、一次産業のこれからの変革をし

なければいけない。 

それは、国としても、世界的な動きの中

で２０５０年までにＣＯ₂排出をゼロにする

とか、ＳＤＧｓの動きの中でこれはやらざ

るを得ないというのが、正直な話だと思う

のですね。 

その中に農業だけではなくて、そこに関

わるものもしっかりと関わって応援もして

ほしいと考えた場合に、今言った中でいけ

ば、私どももその何か施設に関わるものと

して、農村・漁村での再生エネルギーの導

入というか。 

津別町は庁舎を建てたときに、木質のボ

イラーを入れたことによって補助を受けた

ということなのですね。 

ですから、うちも何か施設をつくるとい

うことになれば、それを使って入れること

は可能だと思っているのです。 

ただ、本質は農業経営をされている方、

要は農業自体を国が示したものにどのよう

にして皆さんで近づくかというところ、美

幌町は農業の町ですから、それを主体とし
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てしっかり取り組むべきかなと私は思って

おります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今、町長からお話

がありましたけれども、このみどり戦略の

一番の目的は、自然共存型の持続可能な農

業であります。 

化学農薬、化学肥料を削らなければなら

ない、やらなければならないと捉えると大

変なことだと思うのですけれども、これを

機に化学農薬、化学肥料を削減して、安心

安全な食をつくって、安心安全な子育てが

できる町だよということを率先して目指す

チャンスだと私は思います。 

有機農業を自治体で主導するオーガニッ

クビレッジというモデル事業をこれから実

施するということです。 

そのモデルとして１００自治体を指定し

て支援するということなのですけれども、

農業が核にはなるのですが、農業者の人た

ちだけでどうにかしていく話ではないと思

うのです。 

やはりまちづくりとして、例えば、有機

でつくったものを生かして給食にするだと

か、子供たちに安心安全の食育をしていく

だとか、町と一体となった取組の中での生

産者が農業者であるというところが大事な

のかなと思います。 

自治体が主導して、オーガニックビレッ

ジのモデルに名乗りを上げるぐらいの気持

ちが必要なのではないかなと思うのです

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 気持ちとしては、

今、お話いただいたことではあるのです

が、現実の話として、大体６戸ぐらいの生

産者で５３ヘクタールぐらいが有機をやっ

ているのですね。 

それで、数の比較ではないのですけれど

も、仮に１万ヘクタールあったときの２

５％といったら、４分の１で２，５００。 

この２,５００を有機にするということ

は、今が５３ですから５０倍。 

この中で問題は、町が推奨しても、あく

までも生産者としてはそれで生活が成り立

たなければいけないことが前提なのです

ね。 

皆さんが有機のものをいろいろなものに

使いましょうとか、それから給食にとか、

それはもうそのとおりだと思います。 

ですが、現実に町がやりましょうといっ

たときに、国の支援があるにしても、有機

にすることによって粒が小さくなる、消毒

が少なくなったりすると物が悪くなった

り、品質が良くないということに対して、

町がそれなりにきちんと、町だけではなく

消費も含めて、ここがやはりポイントなの

ですね。 

そのような意味からいけば、一つの政策

としてここに手を挙げて農家の方とやりま

しょうというのは、今の美幌町の農業スタ

イルでは非常に厳しいと私は認識しており

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 今現状、６戸の農

家さんで５３ヘクタールであると。 

今の町長のお話でいくと、確かに有機農

業の取組面積を２５％にしようといったと

きに、美幌町でやるのがすごい大変だとい

うのは、もちろん重々承知しています。 

ただ、段階的にやっていけるのが多分こ

の戦略だと思います。いきなり２５％とい

うのは絶対無理な話、それは分かります。 

ですが、今はまだ６戸で５３ヘクタール

だけれども、例えば、これから少しずつで

もこの作物をこのように転換していきませ

んか、その転換をしていく上でこのみどり

戦略を使って有機にしてという議論は、可

能性としてありなのかなと思うのですが、

まず少しずつでもそのようなところから取

り組んでいくことが必要なのではないかと

私は思うのですね。 
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確かに今、美幌町は大規模農業をやって

いて、ビート、小麦、ジャガイモ、タマネ

ギ、大規模面積でやっている農家さんをい

きなり有機にして、有機にしたことで得ら

れる恩恵というのはどのぐらいなのかとい

うことを考えると確かに難しい、それは分

かります。 

分かるのですけれども、でも国としては

もうやらなければならないという話が出て

いて、やるからには美幌町としても武器に

して、どんどん先進的に取り組んでいくべ

きなのではないかと思うのですね。 

今やっている作物をそのまま有機にする

のではなくて、少しずつでも有機で取り組

んでいける作物に切替えていきましょう

と、自治体で旗振って、自治体とＪＡさん

で協力して販路をつくっていくよとか、何

かそのような動きというのがまず必要なの

ではないかなと思います。 

検討していくための動きというのも必要

だと思うのですが、その辺りどうでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 考え方としては、

今、木村議員が言った徐々にやるというこ

とに対して、私は否定するものではありま

せん。 

そして、今回のオーガニックビレッジと

いう部分でいけば、国は２０２５年度まで

に１００自治体を見て、そのような計画を

つくると。 

当然、その計画に合わせてやるというこ

とに対して、美幌の農業体系でいったとき

には相当難しさがあると。 

その中で、町主導ということではなかな

か難しいかなと私は思っております。 

ただ、みんなで有機農業を少しでも増や

しませんかということに対しては、今まさ

に木村議員がおっしゃったことで、私も同

感でありますので、その努力はしっかりす

る必要があるのかなと思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） オーガニックビレ

ッジのモデルに名乗りを上げるのが難しい

現状というのは理解します。 

ただ、今お話をさせてもらって、町長か

らも答弁いただきましたとおり、２０５０

年まで２７年あるから時間があるという考

えでいる状態だと言っているわけではあり

ません。２７年あるから大丈夫だと思って

いるとやはりあっという間に時間は過ぎ

て、徐々にやっていけば解決できたことも

できなくなっていくだろうというところで

取り組んでいかなければならないのではな

いかなということで、私はお話をしていま

す。 

実際に今年はコロナ、ウクライナ情勢等

もあって、化学肥料がなかなか入りにく

い、価格が高騰している。それで有機をと

いう話になってという状態もありますが、

何の準備もなく有機に切替えられるかとい

うと有機肥料もない、どのようにして集め

るのかという部分もあると思いますので、

いきなり取り組んでいくことは難しいと思

うのですね。 

それで、農家さんがそれぞれＡという有

機を使う、Ｂという有機を使うのではなく

て、ある程度町として、自治体として、こ

こに重きを置いて、これで土壌改良をして

やっていきませんかだとか、そのような取

組というのがまず一つあるのかなと思って

います。 

一つ提案させていただきたいのが、自治

体としてカーボンクレジットの活用を検討

してみたらどうなのかなと思います。 

今回、Ｊ－クレジットの中で、バイオ炭

を活用して土壌改良をするというものが新

しい項目として加わったと聞いています。 

大手の肥料会社でもこの事業を始めると

いうニュースを目にしたりしているのです

けれども、バイオ炭を活用して土壌改良を

進めながら脱炭素の取組もしつつ、農家さ

んは土壌改良も進んでいくと。 
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もちろんこれだけでは駄目だと思うので

すけれども、こうしたことを町全体で取り

組んでいくというのはどうなのかなと思い

ますが、いかがでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、カーボンクレ

ジット、Ｊ－クレジットの中でバイオ炭と

いう一つの考え方、例えばという話です。 

私としては、それは消極的な要素です。 

どのようなことかといいますと、当然、

炭にするためには燃焼させるわけですよ

ね。 

今まで木というか、山林の取組として、

木は大きくなるたびにたくさんの二酸化炭

素を吸い込んでいますよと。それが、仮に

燃焼させた場合は差引きゼロ、言うならば

プラマイゼロという概念なのですけれど、

それはそうなのですが、私はそのような考

え方にちょっと消極的というか、ヨーロッ

パなどはそのような考え方にあまり積極的

ではないのですね。 

ですから、燃やすという行為に対して非

常に抵抗があります。 

今ちょっといろいろ検討しているのは、

これからどれだけ生ごみが出るかとか、そ

れから汚泥、そのようなものを堆肥化に使

えないだろうかということも前から言われ

ているのですけれど、なかなか農水省がそ

れを認めない部分も昔はありました。 

今はこのような戦略の中でも位置づけて

いろいろやって、いろいろな可能性を考え

るということではなくて、もともとあるも

のをうまく転換していくということを考え

て、皆さんと知恵を出し合って何かそのよ

うなものを見つけられないだろうかと思っ

ています。 

一つの方法として、炭も全否定ではな

く、昔、土壌改良材に炭を入れるというの

も畑作の中ではありましたけれども、私は

消極的な思いであります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） どうしても有機農

業を取り入れるとなると、現状だと減収、

収量が下がってしまうとかという問題、そ

こと大きく向き合わなければならないのか

なと思っています。 

その中でも有機農業を進めて、町として

安心安全な食というものを提供していこう

と思ったときに、それぞれが別々にやるの

ではなくて、有機だったり、土壌の部分だ

ったりとかというのは、町として、みんな

で一丸となって取り組んでいますよという

動きが必要なのかなと思います。 

また、美幌町で炭を作る事業者さんも出

てきたりしていますので、炭をつくってＣ

Ｏ₂がという考え方も確かにあるのかもしれ

ません。 

先ほど町長は、堆肥化というお話をされ

ていたかと思うのですが、実際に堆肥化を

考えたときに、どこまでのものをどれだけ

堆肥化できるか、それをどう有効活用でき

るかというところで苦労している自治体と

かもあるので、いろいろ調査しながら考え

ていかなければならないのだろうと思いま

す。 

いずれにしても、美幌町は林業でも森林

環境譲与税をもらって活用したりとかもあ

りますので、ほかの企業ではできない脱炭

素の動きを美幌町でやるかわりに、その分

として企業からカーボンクレジットをいた

だく。 

そして、例えば、落ちてしまった収量の

部分を補っていくとか、そういった動きと

いうのも一つの方法としてはあるのかなと

思うのですが、いかがでしょう。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） なかなかどの形と

いうのをうまく整理して言いづらい部分も

あるのかと思っております。 

有機農業という話が先ほどから出ていま

すけれども、有機農業という一つの定義づ

けが、例えば、化学肥料や農薬を使わな

い、環境の負荷をできるだけ軽減したもの
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と捉えた場合、どこまでが有機なのか。 

従来型の人たちが今使っているもの、こ

の頃は安全性を考えたら、市場においても

どれだけの消毒をしたとか、農薬を散布し

たとか、それを全部つけなければならない

中で、努力はしているのです。 

ですから、そのようなものを少しでも減

らすとか、その努力をする方策もしっかり

農家の皆さんと協議をした中でやっていく

必要があるというか。 

それが、究極的に有機農業だよとなるの

かどうかというのは、今のところ私の知識

では言い切れない部分がある。 

ただ、国が今回示したことに対しては、

当然、それに対しての支援制度がある以

上、地域の農業者はそれに乗って進めてい

く必要があるのかなと。 

ですから、効率化とか、スマート農業な

どを美幌町はどんどん取り入れています

し、そのような意味ではしっかりやってい

る。今度は、今言われたような具体的な化

学肥料、それから化学農薬をどうするか、

どう向き合うかということは、これから一

つ一つ国の施策の示しに合わせて見定めて

いく。町がこうやるという話ではなくて、

国全体でそれをやるということに対しての

一緒の歩みだと私は今考えているのです

ね。 

ただ、ピンポイントでこんなことをし

て、こんなことをやって、それを推奨しま

すということは、今いろいろ御意見をいた

だいた中からは、多分、現時点で考える施

策の一つとしては可能だと思うのですけれ

どもね。 

そのような意味からいうと、なかなかこ

れとこれというのは、美幌町の農業全体に

対しての説明としては不十分というか、言

い切れない部分があるということを御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私もただ単体でこ

れをやったらいいのではないか、あれをや

ったらいいのではないかという話をしたく

てこの話をしているのではありません。 

やはり有機がいいのか、悪いのかも含め

導入をどうしていくのか、農業者さんとの

取組の仕方とかいろいろ課題もあるし、大

変だと思うのですけれども、だからこそ美

幌町として美幌町の食、そして、美幌町の

産業はこうありたいというビジョンがまず

必要なのではないかなと思っています。 

人が生きていく上で一番大切な食を核に

して、安心安全な食を提供できる町だよと

いうところで、先ほど町長はほかの議員に

も答弁していましたが、子育てを支援する

こと、安心安全な子育てが次代につながる

とおっしゃっていたかと思いますけれど

も、私も本当にそう思っているのですね。 

だからこそ、美幌町でしかできない、美

幌町が特色を生かして取り組んでいく安心

安全な食、そして、そこからつながる人づ

くり、子育て、こうしたところを推進して

いくためには、町として大きなビジョンを

掲げて、それに賛同してもらいながらみん

なで協力して産業もつくっていかなければ

駄目なのではないかなと思ったので、私は

この質問をしています。 

確かに、美幌町として取り組むのはすご

い大変、本当に想像以上に大変だと思うの

ですけれども、これをチャンスと捉えて、

少しずつそのビジョンに向かって取り組ん

でいくことが必要なのではないかと思って

質問しているのですが、いかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 総論の話としては

私も理解はできます。 

美幌町の農業をどうしていくかというこ

とに対しては、今そこで生活している人た

ちと、彼らがどう歩むかということをしっ

かりと論議をしなければならない。 

その中の部分でいけば、町も一つの農業

振興計画をつくっております。 
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それで、一番大きな組織であるＪＡびほ

ろも農業振興計画をつくっていますので、

その人たちとしっかり話をして、町として

皆さんの意向を酌んで、それからこのよう

なことを時代の中でしっかりやらなければ

いけないよということを了解していただい

た中でつくるということを、きちんとやっ

ていく必要があると思っているのですね。 

ですから、結果的に町がこうしたいとい

うことを、ステップを踏んでやるべきだよ

と木村議員が言っておられるのであれば、

町のビジョンのために関係者、ということ

は、農業者の人たちとの協議をしっかりし

ていかなければいけないと思っておりま

す。 

そして、町としてこのような形でやりま

しょうということであれば、それは当然そ

うすべきだと私は思っております。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） まず、このような

ビジョンをつくる上でも生産者の人たち、

実際にこれからその時代を生きていく人た

ち、そして食に関わる人たち、こうした人

たちを交えた検討会が必要なのではないか

なと。町がしっかりリーダーシップをとっ

て検討していく場をつくるべきなのではな

いかなと私は思って、それを提案した上で

の質問をさせていただいています。 

今、町長からもお話いただきましたが、

農業の振興計画等もあるということで、そ

れは無視できない、もちろんそのとおりだ

と思うのですが、その計画をつくったとき

にゼロカーボンの取組、脱炭素の取組、そ

して有機の取組、このようなことの背景を

踏まえてこの計画にしっかり盛り込んで出

来ているかというところもあると思うので

すね。 

それで、今、時代の動きが本当に早いの

で、当時想定していなかった動きとかもど

んどん出てきていると思うのです。 

なので、計画に沿いながら取り組んでい

くことももちろん大事だとは思うのです

が、新しい要素を取り入れて、どのように

町としてチャンスにしていくのか、どう武

器にしていくのかという議論は絶対に必要

なのではないかと思います。 

ぜひ前向きに、やらないことを理由にす

るのではなく、どうできるか、どうチャン

スにできるか、どう次代につなげていける

農業ができるのかというところを議論して

いく場を設けていただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 基本的には、農業

をやられている方との協議ということでは

分かります。 

ただ、それに関わるいろいろな人から意

見をいただいて何かという話ではないと思

います。 

やはり、それで生活をしている人たちが

どのような認識を持って、どのような農業

をしていくかということに対して、生産者

としての一つの整理をした中でどうすると

いうことを考えるべきだという話。 

それで、当然、彼らもスマート農業と

か、いろいろなことに取り組むということ

は、今自分たちが置かれている現状はどう

だときちんと認識しているということであ

ります。 

そこら辺の考え方、今ある計画において

は、いろいろ進め方とかを農家の人たちと

論議する必要はあります。 

今の振興計画はどちらかというと、これ

から美幌で農業者として生活するための営

農類型とか、その中での一つの振興策とし

てまとめたものなのです。そこに不足する

ものについては、例えば、ＪＡであれば第

８次は今年までの計画なので、今後いろい

ろなことを考えていくと思いますし、美幌

町の政策については令和８年までで、もう

少しあるのですけれど、今の動向を見定め

ながら修正をすることは可能だと思います

ので、それはしっかりやるべきだと思って
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おります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 営農という意味で

は生産者の方々との意見交換で足りるのか

なと思うのですが、ごめんなさい、何度も

くどいようで大変恐縮ですが、私が申し上

げているのは、これからの町をつくってい

く、次代につなげていくまちづくりという

中での話であります。 

ですので、農業の方々が農業で終わりで

はなくて、先ほど町長もおっしゃっていま

したけれど、例えば、有機農業をやってつ

くったものをどのようにしていくかという

課題が出てきたときに、そのようなものの

ニーズがどう動いていくのかということ。 

私は消費者なので、逆に農業者の方々が

どのような苦労をして、どのような考えで

農業に取り組んでいるのかというのは、分

からない部分がかなり多いです。 

でも逆に、生産者の人たちが、消費者の

人がどう思って買っているのかというとこ

ろも知るべきだろうと思うのですね。 

何が言いたいかというと、いろいろな情

報を得られる機会もつくりながらそれを受

け止めて、町としては方針というか、今後

のまちづくりの中での農業であって、食で

あってという部分なのかなと私は思うので

す。ですから、農業は農業という話ではな

くてということです。 

まず、農業者の方々との意見交換からス

タートするということはいいと思うのです

が、それで今後、ほかの人たちも交えてと

か、食と農業を切り離してという話にはな

らないのかなと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） パートというか、

部分的にそのような論議というのは必要だ

と思うのです。 

でも、今、美幌町の１万ヘクタールで生

産する農産物を消費も含めてどう耕作して

いくかということは、そんな単純な話には

ならないと私は思っているのですね。 

有機をやっている方はみんな努力してい

っているし、自分たちの販路を広げたり、

その思いも伝えています。 

それから、ほかのやり方でやっていると

ころ、それぞれの立場でやっているのです

けれど、全体量としてどのような流通体系

に乗せて、どう消費者のところへ送ってい

るかというシステムも含めて、町全体でど

うするということに対して町はこうしたい

と言うことは可能です。 

言うだけでいいのであれば、そのような

考えでもいいのでしょうけれども、やはり

言った以上は、どんなことをしてでも形に

しなければいけないと思っています。 

ただ、それはなかなか難しいということ

なので、できるものというか、一つの思い

としての整理はしっかりしなければいけな

いのかなと思っています。 

まずは農業者というのは、彼らの生活に

関わっているわけですから、幾ら町が言っ

たとしてもみんなそっぽを向いて何を言っ

ているのだという話にはならない、町が言

うということはですね。 

そうなると、本来、日本の農業生産をす

る、特に大規模な畑作をやっている北海道

農業の場合はどうなのだというところまで

踏み込んで、町単独でどうこうというより

も、国も含めて、道も含めて歩調を合わせ

た中で、今回の国が定める新たなシステム

に移行する努力をしていくしかないのかな

と私は思っています。 

ただ、部分ごとには、有機農業をやりま

しょうとか、こうしましょうということは

できますし、子供たちに安全安心なものを

食べさせるためには給食でこれを使いまし

ょうとか、それは本当に微々たるものとい

う話。 

だから、今の論点の中でいけば、こんな

大きな論点の中に私どもの町が入っていく

というのは、私としては今の立場では非常
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につらいというのが本音であります。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） 私が言っているの

は、決して農業者の方々を無視して、美幌

町はこうしていきたいからやりましょうと

言ってやっていこうという話ではないで

す。 

最初の質問の中で私が申し上げたとお

り、どうしたら取り組んでいけるのか、ど

のようなところから取り組んでいけるの

か、そのようなところを議論して一緒に進

んでいく。ただ、そのリーダーシップを町

がとっていくべきなのではないですかね

と。議論しながらビジョンを作ってもいい

と思うのですけれど、ビジョンがないこと

には、何の目標に向かってそれをやってい

くのかというのが分からなくなると思うの

で、そのようなところも含めてという話な

のです。 

ですから、決して今の農業者の方々の生

活を壊すような政策として取り組みましょ

うという話ではないです。 

もちろん、今のこの大規模畑作を守って

いかなければならない、これは第１課題だ

と思います。 

とはいえども、ほかの手段としてもいろ

いろ検討していかなければならない部分と

いうのもあると思うのです。 

実際に土壌の疲弊が進んでいるというの

もかなり多く耳にします。 

やはり、畑をこれから次につないでいく

と考えたときに、化学肥料だけで畑を守っ

ていけるのかというところもあると私は思

います。 

ですので、戦略的に今後、先を見据え

て、可能性としてまず議論をして、これ一

本で全てやっていきましょうという話では

なくて、二の矢三の矢の一つかもしれない

けれども、検討できるところは検討して動

いていくべきなのではないかなというとこ

ろで、まず意見交換、検討会からスタート

してはどうですかという提案だったのです

が、いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） いろいろなことは

もうやられていると思います。 

例えば、化学肥料を使ったことによる連

作障害が起きたときにどうしようかといっ

たら、この地域で無理であれば他の地区か

ら堆肥とかを持ってきて、小麦であれば小

麦わらと交換するということはやっていま

す。 

その中で今まではやりましょうという話

なのですけれども、もう一度こだわるわけ

ではないのですが、国が言っているみどり

の食料戦略の中で進めようという目標に対

して、町がこの形で進むというためには、

余りにも見えないことが多過ぎるという話

なのですね。 

現実に本当にそれをどうするのと、先ほ

ど言ったように、肥料については汚泥を使

ってその中で肥料化する、そんなのは知れ

ている話なのですね。 

そのようなことも含めて、町が主導を持

ってこうしたい、こうすべきだとか、そう

した部分のビジョンはつくりようがないと

私は思っています。 

ただ、部分的にこのようなことをやりま

しょう、それを広げましょうということが

ビジョンだというのであれば、それは示せ

る話ですし、その内容については今の振興

計画にはしっかり書いてありますので、そ

れは今までも皆さんやってきたと。 

今回の目標値が余りにも大き過ぎて非常

に困惑しているし、農家の人たちは今まで

一生懸命やってきているではないかと、今

さら何をやっているのだという話だと思っ

て、このような話をさせていただいており

ます。 

○議長（大原 昇君） ５番木村利昭さ

ん。 

○５番（木村利昭君） みどり戦略自体が

まだ見えないことが多いというのは、もち
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ろん私も重々承知しています。 

ただ、美幌町が美幌町らしさを生かして

やっていく、今後、先をどんどん見据えて

美幌町を守っていく、よくするという上で

これに注目をして、使えるチャンスがある

のであれば取り入れて、町の農業から始ま

る全てのものをつくっていくようなビジョ

ンというのを持っていく、そういった考え

が必要なのかと思います。 

それを最後に聞いて終わりたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 最後に言われたこ

とでありますけれど、今、国が進めようと

する戦略については、美幌町としては、で

きるだけ活用して新たな農業への変革がで

きるのであれば、そのような努力を農業者

の方々と進めてまいりたいと思っておりま

す。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） これで５番木村利

昭さんの一般質問を終わります。 

暫時休憩します。 

再開は１４時５０分といたします。 

午後２時４０分 休憩 

―――――――――――――――――― 

午後２時５０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続き

会議を開きます。 

通告順により発言を許します。 

１２番松浦和浩さん。 

○１２番（松浦和浩君） 〔登壇〕 それ

では、先に挙げています一般質問に入りま

す。 

大きく１点、高齢者の暮らし支援策につ

いてであります。 

高齢者介護施設の整備の見通し等につい

てということで、細かく５点ほど質問しま

す。 

ケアハウス（軽費老人ホーム）は、６０

歳以上の方が入所できる自立型と６５歳以

上で要介護１以上の方が入所できる介護型

があります。どちらについても美幌町民に

とって必要な施設と考えます。 

美幌町に進出する事業所からも福祉施設

経営が発表されていることから、介護保険

事業計画における介護施設の整備の見通し

等について、町長の見解をお聞かせ願いま

す。 

一つ目、ケアハウスの整備を進めるの

か、小規模多機能型施設やグループホーム

の整備を進めるのか。 

二つ目、３０床以上で町を事業主体とす

るのか、２９床以下で民間事業者を主体と

して地域密着型を選択するのか。 

三つ目、民間事業者への施設新設経費の

町独自の補助金等の取扱いについて。 

四つ目、施設が増加した場合の介護保険

施設サービス費の町民負担増については、

しっかりとした町民への説明が必要と思わ

れるが、どのような手法で理解をいただ

き、納得してもらうのか。 

五つ目、人口減少が進む美幌町の最大の

課題である介護・福祉の人材確保策につい

て。 

以上、町長の御見解をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 〔登壇〕 松浦議

員の御質問に答弁いたします。 

高齢者の暮らし支援策について、１点目

の介護施設の整備の見通し及び２点目の運

営主体等の御質問でありますが、令和５年

度中に令和６年度から向こう３年間のサー

ビス費用等を見込んだ第９期介護保険事業

計画を策定する予定となっております。 

策定に当たり、町民の皆さんや事業所か

らのニーズ調査を行い、策定委員会におい

て、今後の施設整備の必要性について協議

検討し、必要との結論になった際には計画

に掲載してまいります。 

３点目の新設に係る町独自の補助金の考

え方の御質問でありますが、現在のところ

考えておりませんので、御理解をお願いい
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たします。 

４点目の施設が増加した場合のサービス

費の説明についての御質問でありますが、

新たな施設整備が必要と判断した場合、次

期計画に含めて策定を行い、その後、議会

議員の皆様への説明、パブリックコメント

の実施等を経て、ホームページや広報等に

より説明を行う予定であります。 

５点目の介護・福祉人材の確保対策への

御質問でありますが、資格取得支援事業補

助や確保対策事業補助の実施により、一定

の成果は上がっていると考えております

が、人材不足の解消には至っていないた

め、介護事業者等と協議を行いながら、よ

り効果的な対策について取り組んでまいり

ますので、御理解をお願いいたします。 

以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今日の一般質問

は子育ての関係、教育、農業だとか、将来

に向かういい話だったのですけれど、私が

今日質問している福祉政策は、今、あした

急ぐ課題という前提で質問します。よろし

くお願いします。 

まず１点目の内容でございます。 

ケアハウスというのは、平成１６年度

頃、緑の苑が民間移譲になる前に、美幌町

の福祉政策の施設計画の中で、今の旭団地

の横、恵和会が建っている特養の土地に５

０床建てると説明されていて、その後、特

養が移転するとなったときにケアハウスの

計画が消えたと。 

そのことに対して私は疑念があるという

ことで、当初、特養の民営化については考

え方が違うのではないかと、ケアハウスは

どうしたんだということを質問し、それか

らもう十何年たちました。 

何を言いたいかというと、美幌町の人口

はその頃２万３,０００人を超えていました

が、今は１万８千何百人。 

ただ、高齢者の数は相変わらず６,０００

人から７,０００人で、まだ１０年以上同じ

人数が続くという中、当然、何が起きてい

るかというと若い人方が減っている。 

そうなると、今現在ヘルパーさんの数が

不足している、全国でも何十万人の不足で

す。 

実際、あと１５年たったら、全国で６０

万人ぐらいの介護職員が減るのではない

か、足りないのではないかと。 

２年前に１回質問していますけれど、

今、美幌町に建っているいろいろな施設、

老健、特養、グループホーム、美幌町は特

に施設が多い町ですから、介護保険の施設

費分の比率が特段高い町、そして当然、介

護保険料も高いのです。 

ただ、その分、一般町民にとっては老後

を、介護関係ではしっかりと守られている

上位にいる町だと私は思っています。 

なぜ、今回また質問するかというと、今

現在でもまだまだ施設が足りないのではな

いかという前提があります。 

６,０００人から７,０００人いて、入所

できる人が約２００人、全部で２８０人か

ら３００人切ったぐらいが施設、在宅でも

受けています。 

美幌町にこれから何を求めるのかという

ところになると、これこそが美幌町の福

祉・介護の政策かなと思うのですよ。 

質問の冒頭の中でも、今回、美幌町にホ

テルをつくってくれるという方から、介護

施設を建てたい、小規模もしくはグループ

ホームを建てたいという意向が報道で発表

されています。 

そうなりますと、業者というのは、申請

したくても町の計画に沿わなければ建物を

建てられないと。 

ということは、令和６年から始まる第９

期介護計画に既に載っているのであれば、

来年申請しても間に合うのかなと。 

なければ申請しても建たないのですね。 

要するに、地元以外から一生懸命美幌町
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のために介護施設をつくりたい人がいて

も、美幌町の計画が先に行かなければ先行

かないと。 

この令和５年の計画をもって、令和６、

７、８年の計画が全て決まってしまうと。 

何が起きるかというと、その計画をもっ

て令和６年からの介護保険料が確定するで

はないですか。 

今年の３月議会でも私は言いましたけれ

ど、美幌町の介護保険の特別会計、基金が

相当残っているというのは、言い方が悪い

ですけれど、美幌町の介護施設の空きベッ

ドが多いので施設費の分に余裕があって、

今年３月で数千万円を減額していると思う

のです。 

ということは、美幌町の介護施設があっ

ても利用の仕方がきついと、逆に言えば、

そのときに入所者も相当数いるということ

は、結果的に、美幌町の福祉政策、介護政

策の中で、施設はあるけれど充当されてい

ない部分があるし、働くヘルパーさんも足

りない状態が露見されているのが美幌町の

現状です。 

そうすると、令和５年度に進む第９期介

護計画については、今の時点から検討に入

れなければ間に合わないのかなと。 

なおかつ、施設の在り方についても、令

和５年度の途中では間に合わないのではな

いかなと、先ほど言った美幌町に一生懸命

施設をつくりたいという業者から話があれ

ば、当然、何かの政策が美幌町にあってい

いのかなということで、今回はケアハウス

について質問をすることにしました。 

このケアハウスについては、国の政策だ

とかの中で在宅介護を進めているという方

針でございますけれど、以前、美英福祉寮

がなくなるときもケアハウスについての検

討もあったはずだと思います。 

それも含めて、平成１６年、１７年は、

ケアハウスの新設についての話があった。 

それきりケアハウスの話が出てこないの

で、美幌町の介護を受けてない高齢者、そ

して体の悪い方、極端に言うと、ケアハウ

スは介護つきでなければ、障がいの方、体

の不自由な方も入れるし、要するに身寄り

のない方の避難先としても適用になる。 

そう考えると私は、このケアハウスにつ

いて美幌町がまず真っ先に検討に入るべき

と思いまして、今回、質問しました。 

町長、このケアハウスについて何か意見

があれば、ぜひお願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 申し訳ご

ざいません。 

先に計画等の関係について御説明させて

いただきます。 

平成１６年のケアハウスの部分というの

は、相当昔の話ではございますが、今計画

にどのように登載されているかということ

の整理でございます。 

２０１６年に策定しました第６期美幌町

総合計画の基本目標２の中に「高齢者福祉

施設の整備」という形で、施設の内容「民

間活力を活かしたケアハウス、サービス付

き高齢者向け住宅等の整備について事業者

との協議を行う」と登載されております。 

これは２０２６年度までの計画でござい

ますので、今、後期の部分を精査しており

ます。 

これを受けまして、第８期の高齢者保健

福祉計画、介護保険事業計画が現在進行中

でございますが、こちらの中にも国の指針

を受けまして「今後、民間活力による整備

を誘導しつつ、介護保険の給付費の伸び率

等も含め検討し、可能な限り住み慣れた地

域や家庭で自立した生活を続けられるよう

に、サービス提供を検討します」と施設の

整備の検討が必要なものという形で登載さ

れております。 

現在、この計画の中では、小規模多機能

については公募により１施設が取り進めら

れています。 

答弁の中でもニーズ調査の部分を触れさ

せていただきましたが、第８期のニーズ調
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査は三つの種類で行っており、一番大きい

のが６５歳以上の約３割１，５００名に対

して実施したニーズ調査であります。 

「介護が必要となった場合、どこでどの

ように生活していきたいですか」に対する

回答でございますが、回答者の約５５.３％

が介護保険サービスを利用しながらも自宅

で生活したいということを希望しておりま

す。 

第８期につきましては、ここの部分を尊

重しまして、必要最低限の施設整備をする

ことによって、介護保険サービス料の抑制

をしながら実施する計画を策定しておりま

す。 

また、年度途中の変更については、美幌

町は行っておりませんけれども、当然、財

源に影響する場合については、パブリック

コメント等々の説明をしっかりしていかな

ければならないということでございます

が、定員の微増だとか、計画の簡易な変更

については、美幌町より大きな市町村では

変更をかけて、公表にとどめてしっかり通

知しているという状況です。 

第８期については、令和２年度、３年

度、コロナの影響で事業者も相当制限しな

がら実施しているという部分もあって、当

初の予定より基金が増えているという現状

であります。 

私の説明は以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 現状については担

当からお話したとおり、令和５年度までの

第８期介護保険事業計画の中で示されてい

るということで、施設整備の検討が必要な

ものについても細かく説明をさせていただ

いております。 

今回載っているのは、小規模多機能型介

護施設ということで、公募により１か所の

整備を行うということであります。 

ですから今回、次期策定に当たって、

今、御質問のケアハウスというものが必要

との判断をした場合については、必要なも

のはつくっていかなければならないのかな

と思っておりますが、私の考え方として

は、現在のところ民間活力による整備の誘

導をしつつというやり方をすべきかと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 私の質問の中で

ちょっと細かく分けていますけれど、一つ

目のケアハウスを進めるのか、そうではな

い施設を進めるのか、これについては民間

事業者との打合せが必要かなと思うので

す。 

ただ、美幌町としてもこうあるべきとい

う部分をしっかり押さえないと、民間があ

れがいい、これがいいとなっても大変なこ

とがあるかなと。 

町長も覚えているかと思うのですけれ

ど、今から十数年前にグループホームが出

来たときに、美幌町がほかの町より多くグ

ループをつくることになって、介護保険料

が相当変わるという議論もあった中で、我

が議会もグループホームを複数つくること

でかじを切ろうと決まったというのが、美

幌町にグループホームが多い理由の一つか

なと思うのです。 

あのとき、かじを切ることが違ったら、

介護保険含めて制度的にきつくなったかな

と思うのです。 

それも民間事業者から複数名が相次いで

名乗りを上げたという当時の時代背景があ

りますけれど、今回、町長が言ったとお

り、在宅介護というのは美幌町でも相当数

進んでいて、実際、在宅介護をやっている

事業者の数は美幌町も結構あります。 

最後の質問になりますけれど、働く人方

もきついなと、在宅介護もいいかなと私は

思うのです。ただ、今だから在宅でいいか

なと。体が大変になったときには、やはり

施設に入りたくなるのが常で、ですから

今、施設に入っている人が多いと。 
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今、ほかの町の施設に美幌町の人も入っ

ていますけれど、やはり在宅をやっていて

も間に合わないときは施設に行くのです

よ。 

施設があればどうにかなる、その代わり

お金もかかる。でも、在宅で間に合わない

場合、誰が面倒を見ておけるのかなと。介

護のヘルパーさんは、２４時間在宅の介護

はしませんから。 

そうすると当然、在宅で頑張りましょう

と。ただ、施設もありますよという形で安

心感を与えるまちづくりが必要かなと。 

本当に介護は今、あしたの問題だと私は

思うのです。 

介護を受けている方の家族、今までいろ

いろな人を見ていて大変だ、もう本当につ

らい、どんな施設でもいいから見つけてく

れというお願いがいっぱいあります。 

これは、まだサイレントで、家の中で黙

っている人方の数を数えれば、とても人数

が多いと私は思います。 

その方がどれだけ在宅でいいのかと。答

えていないのではなくて、逆に、介護施設

に入りたいという普通の人方の数をしっか

り数え直す、確認をとってやる、サイレン

トの人方をしっかり拾ってあげるという政

策を今回、この施設の在り方の中でしっか

り取り扱うことができるのか、できないの

か。 

町長、ぜひやるべきだと思いますけれ

ど、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、サイレントと

いう話をしていただきました。 

次期計画でありますので、６年、７年、

８年の計画に向けて当然、ニーズ調査、ア

ンケート等は実施するというか、そのこと

を受けて、町としてどのような施設を民間

の協力を得てつくってもらうかという形

で、多分計画に盛り込まれるのかなと思っ

ています。 

美幌にいろいろな形で関わってくれる民

間業者の中で、やはり希望もあります。 

先ほど松浦議員がおっしゃったように、

例えば、小規模、グループホームをやりた

いよねとか、それからこの事業をやるけれ

ども、本当はサービス付き高齢者向け住宅

をつくりたいねという話をされているとこ

ろもあります。 

ただ、それはあくまでも介護料に影響す

る話であるので、これからの人口減少、利

用者が減ってくることも含めて将来に向け

て。 

確かに、今をどうしなければいけない、

近々のことはしっかりと解決しなければい

けないのですけれども、そのことも踏まえ

ながらニーズ調査をしっかりする必要があ

ると思っておりますので、御理解いただき

たいと思っています。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今回の質問の中

にある町を主体とするのか、事業者を主体

とするのかという部分については、今、部

局と町長から民間主体というのが望ましい

と。言われた以上は、民間の人方といろい

ろな意見交換する場を早くつくったほうが

いいのかなと。 

というのは、美幌町役場の本庁舎を建て

る時に、価格高騰などでいろいろなものが

数年ごとに上がったではないですか。 

一戸建ての住宅も４,０００万円という時

代になったのです。二千数百万円の家が

４，０００万円近いと、建材がすごい上が

ってしまって、これがいつ下がるのかとい

う見通しがないのです。介護以外でも物が

上がっているのは分かっているのです。 

今度、民間事業者が建物を建てるとなっ

たときに、今の介護保険制度の数字の中で

建物の償還率が合うのかというと、僕は合

うと思わないのですよね。金額的に、過去

の計算式ですから。 

そうすると、何が出るのかというと３番

目の質問なのですよ。ある程度、業者に対
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する美幌町独自の支援が必要かもしれない

なと。 

これは、僕の言い方ですけれど、美幌町

にどうしても施設を少し増やすべきだとい

う前提で考えての答えですから。 

実は、グループホームのときに土地の固

定資産税の減免施策も３件でしたか、企業

誘致と同じように３年間、減免施策を打っ

たはずなのです。 

それで建てた人たちも美幌町から支援を

受けたということで、結構喜んでくれたと

いうのが過去の話。 

それも含めて今後、また施設をつくるの

であれば、美幌町独自の政策があるのかな

と。 

今回の小規模については、美幌町の遊休

になっている土地を一部利用してもらうと

いう形の政策をとったと思うのですよね。 

今後も同じように、事業者については何

らかの手当てをきちんとやってあげる前提

で、今回、高騰している建築価格も含めま

して、何らかの資金手配をしっかり取り組

むべきではないかなと思うのですけれど、

どうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今後の施設整備へ

の補助金等と理解いたしますと、過去の支

援とかを考えた整合性から言えば、基本的

には答弁したように補助金は考えていない

ということであります。 

そうは言っても土地の取扱いとか、今ま

で情報提供をしたり、何らかの形で私ども

が可能なことを考えてきたのも事実です。 

ですから、これからはそのような事態に

至った場合には、きちんと誠意を持って向

き合う必要があるのかなと思っておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、美幌町に

は、福祉についていろいろな事業団体があ

るのです。 

美幌町の方針の中で、今後の施設の在り

方、施設の増床も含めて、多くの福祉関係

の方々と何かの意見交換だとか、打診を聞

くような場所をつくることは可能なのかど

うか、ちょっとお聞きしたいです。 

美幌町に福祉団体は山ほどありますけれ

ど、そのようなところとピンポイントでは

なくて、何か意見交換ができる場とかをつ

くれるのかどうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 現在、そのような

連絡体制は持っております。 

今回、コロナでいろいろなことがあっ

て、その中できちんと担当が状況を把握し

たりということもやっていますので、それ

が不十分ということであれば、しっかり皆

さん方とそのような意見交換をすること

は、引き続きやっていきたいと思っており

ます。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） ただいまの関

係団体との意見共有組織という部分では、

現在、本町に保健・福祉・医療ネットワー

ク推進委員会というものがございます。 

その中に、医療関係機関、介護関係機関

もろもろの団体が入っておりますので、そ

の会議の中で意見共有はできると思いま

す。 

そのほかに、各単独の事業所に対しても

綿密に連絡をとっておりますので、その辺

の意思疎通、情報共有というのはできると

認識しているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ほっとしまし

た。 

施設について、美幌町以外から来る業者

のみならず、美幌町にいる業者もしっかり

意見交換をする中で取扱いをしたほうがい

いのかなと私は思うのです。 

なぜかというと、地元にいる業者は美幌

町に事業税とか、個人税だとか、住民税だ
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とかの税金をしっかり払っているのかな

と。今、税金を払っている先を優遇するの

も、美幌町の介護・福祉になっていいのか

なと思って言っています。 

それで、今のお金の話なのですけれど、

先ほど言った介護保険料、今は第８期を払

っていますけれど、当然、施設が増えれば

また介護保険料が若干変わってしまう。 

ただ、今から３年前に決まったときもそ

うでしたが、町民の方々に上げる理由とそ

れに拒否されている人、あと、お金を払っ

ている人方に対して、介護保険料が必要

で、しっかりこのように使われているのだ

ということを多くの町民に分かりやすく説

明する必要があるのかなと。 

ただ介護保険料が決まりましたから議会

に通してくださいではなくて、理由と今後

について、これからもしっかり言うべきか

なと思うのですけれど、その辺どうでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） この介護保険

制度は、皆様からいただく介護保険料で成

り立っている事業でございますので、いた

だいた保険料がどのような目的で、どのよ

うなものにどれだけ使われているのかとい

うことをお示しするのは当然のことであ

り、しなくてはならないことだと思ってい

ます。 

なので、どのような媒体を使うかは別に

して、町民の皆様に分かりやすく周知して

いきたいと考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） １万８千数百人

の美幌町民がいますけれど、６,０００人か

ら７，０００人が６０歳以上、３分の１の

人が高齢になってきていると。 

そうなると、美幌町の暮らしの中で一番

大きな課題というのは、高齢社会の対応策

かなと。 

いろいろな意味でインフラ整備も道路

も、全て住宅に住んでいる人方の活動、高

齢率を考えると、高齢になって今さら家も

建てられない、引っ越しもできない、そし

て車も乗ることができなくなったとなりま

すと、いろいろな政策が必要なのです。 

地方にとって今一番必要な政策は、やは

り暮らしについてだと私は思います。 

しっかり方向性を見つける、見詰めると

いうやり方の中に必要なのは福祉と介護、

社会政策。 

社会政策と経済政策は相反すると昔から

言われていますけれど、社会政策をしっか

りやることによってお金はかかりますけれ

ども、その分、美幌町で働く人方からの税

収がなければできないと。 

今日は福祉の話ですけれど、私は経済政

策なき形で福祉が成り立たないという論評

を昔から言っていますので、町民の方々に

医療、福祉、介護料が上がることについて

しっかり納得してもらって、美幌町に住ん

でいても安心ですよということを行政が多

くの方に訴えるべきかなと。 

そのことによって、美幌町に人が集ま

り、美幌町から離町せずに、美幌町でゆっ

くりと暮らしてもらえる人方が増えるのか

なと、それこそが美幌町の行く道だと私は

思って質問しています。 

ですから、介護政策、福祉政策は、美幌

町として一番大きな課題かなと思っていま

すので、ぜひその辺の説明をお願いしたい

と思います。 

それで、次が一番大きな質問なのですけ

れど、人口減少が進んでいくということ

は、働き手が減っているということ。これ

は多分、皆さんも分かっていると思うので

すけれど、先ほど言った美幌町の高齢者の

人数が６,０００人から７，０００人、これ

がまだ続くと。 

でも毎年何百人ずつ減っている、人口統

計とぴったりに人口が減っている。そうす

ると、介護を受ける人方の比率が今の１.３
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倍ぐらい増えるのです。 

つまり、今働いている介護従事者が１.４

倍ぐらいいないと回らないのです。 

計算してですけれど、そこが今すごく私

は不安で、今のそのような支援策でどうな

のかと、今回の回答の中でも人材不足の解

消には至っていないと、これはもう間違い

なく事実かなと。 

ただ、これは全て行政の手が足りないだ

とか、力が足りないということだとは思わ

ないです。 

私は、業者についてもしっかり人員確保

を目指した形で経営をしなければいけない

と思うのですけれど、この人材不足につい

て、今後の危機感だとかの不安材料とし

て、現時点で何か話せることがありました

ら、町長、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 申し訳ご

ざいません。 

まず先に、介護職の人材不足ということ

で、今年の８月ぐらいに、町内の事業所に

アンケートを実施しております。 

その中で、挙がっている主なものを紹介

させていただきたいと思います。 

当然、近隣の町村でやっている就職支

援、家賃補助、美幌町も一部の家賃補助は

実施しております。あとは何といっても、

全国的に介護職が不足しておりますので、

外国人実習生を受入れた場合のアプローチ

がいろいろあるのですけれど、外国人材採

用の際の空き家住宅だとか、一部の市町村

でもやっているところはあるのですが、支

援金とか償還金。 

これから少子化の中で、外国に労働力を

どうしても求めていくという事業所が多い

と感じたところではあるのですが、なかな

かこのコロナの状況であって、ここ２年ぐ

らいは国外から入って来られないという状

況にあって、町内についても１１月、１２

月で少しずつ入ってきているのではないか

と把握しております。 

あと、専門学校が近隣にございますが、

そこの奨学金を創設してはどうかだとか、

あと、場合によっては経営者の支援もして

いただきたいという声もありました。 

どうしても介護職は３年以内の離職だと

か、転職が非常に多い職種でございますの

で、この辺を分析しながら来年度以降とい

いますか、今後必要な支援を検討してまい

りたいと担当としては考えております。 

以上です。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今、聞いた話で

ほっとしました。 

ただ、外国人を研修生で受入れすると、

またいろいろなことになるのですけれど、

それを本業として受入れできるのかどうか

というのも大きな課題かなと。 

実は、私も研修生が入っている会社で一

回働いたことがあるのですけれど、その

方々に向こうの言葉で話してはいけない、

向こうの言葉を僕たちが勉強することも駄

目、日本語以外を話してはいけないと。せ

っかく日本語ではない言葉を覚えようと思

ったのですけれど、それは禁止事項だとい

うことになっていまして、国際交流になら

ないなと。せっかく言葉を覚えようと思っ

てもできなかった。多分、それは研修生と

してもきついのです。 

ですから、せっかくグローバルなのにグ

ローバルではない受入れ制度なので、その

辺をしっかりまた検討してもらいたいな

と。 

今の人材育成の部分について、住宅の関

係だとか、美幌町には公営住宅の空き部屋

も結構ありますし、また、民間の住宅も２

００件以上の空き家がありますので、その

ような従業者支援をするのであれば、早め

早めに対応すると、家を持っている人方も

ほっとするし、貸す方もほっとします。 

公住に住んでいる人で、人が入るとにぎ

やかになっていいという人も出てきますの
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で、住宅についてはいろいろな対応がある

のかなと。 

ただ、大きな流れの中で一つ、どうして

もヘルパーさんで３年以内にやめる方が多

いということは、皆さん、ここにいる方も

分かっていると思うのです。 

なぜいなくなるのかと、日本の平均給与

で介護職の給料は３００万円ぐらいなので

す。その上にある社会福祉士で三百数十万

円と。 

美幌町で働いている介護職員で、介護福

祉士実習研修を受けた人、それと、ケアマ

ネジャー、介護支援専門員、この３人の平

均給与が日本全国の平均に間違いなく全員

なっているのかという確認を私はとれない

のですけれど、その辺の数値的なものが何

か分かれば、ぜひお願いしたいのですが。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 申し訳ござい

ません。 

ただいまの御質問の数値的な部分につい

ては持ち合わせておりません。 

後ほど御提示させていただいてよろしい

でしょうか。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 今から１０年前

も介護職員の給料を３％引上げ、そのと

き、美幌町内の職員の介護職の給料は１.

６％ぐらい上がりました。 

去年、今年は３％上がったけれど、事業

所が取るので、本当に３％は上がらないの

ですね。ですから、介護職の給料がなかな

か上がりづらいというのが、日本中で起き

ている現象だと思うのです。 

美幌町で私の知っている介護の人方も、

正職で手取り３０万円ある方はなかなかい

ないのかなと、もらっている方もいると思

いますが、もらっていない人のほうが圧倒

的に多いのかなと。 

正職ではなくて臨職で回せば、常勤換算

でいったら、２人から３人ならせば、正職

でなくても回るということ。 

そうなると、介護職の人方はパートの人

方、臨職の人が多くなってしまう。 

ところが、臨職の人方も正職になりたい

のだけれど、正職になったら事業者側にお

金を多く支払うではないですか。 

極端に言うと、事業所の利益がなかなか

きついからそうなっているかもしれないと

なると、美幌町の働く人の職場、要するに

介護職が働く職場に何か大きな問題がある

かもしれない。 

給料が上がらないのは、美幌町の介護を

している企業の収益率が思ったよりも低い

のかなと私は思うのです。 

それか、事業者がたくさんお金を取って

いるかだけなのですけれどね。 

でも、どう転んだって、これから美幌町

の福祉、介護、そして医療を含めて、給料

の問題は重要かなと僕は思います。 

多分、勉強なさった方は分かると思うの

ですけれど、介護保険の制度を勉強する

と、必ず介護報酬を勉強するのです。何を

やったら何点、何をやったら何点、１点何

円ですから、Ａさんのところへ行ったら１,

０００点になりますよといったら、働いて

いる人方は、いくらお金が入るのかが分か

ってしまうのですね。 

それではなぜ、私たちの給料がこんなに

低いのかと分かってしまうのです。これが

介護保険の恐ろしいところで、ばれてしま

うのです。逆に言えば、ガラス張りになっ

ていると言ったほうがいいのかな。 

そうすると、美幌町で働いている介護職

の人方の給料をどうにかして上げる方策、

どうしたらいいのかというのは非常に難し

いのですけれど、決して打つ手がないわけ

ではないのかなと。 

しっかり今からいろいろなパターンを確

認していけば、給与以外に救える場所もあ

るのかなと。 

医療従事者就業支援については、住宅の

手当も出しますよと。でもこの中には、介
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護ヘルパーさん、要するに介護士と介護福

祉士事業者研修を受けた方々は、入ってい

ないのですね。 

薬剤師さんや病院の看護師さん、歯科衛

生士さんだとか、そのような人は入ってい

ますけれど、ここに介護職が入っていない

ので、もう少し間口を広げるか、もしくは

美幌町介護従事者資格取得支援事業の中に

その制度を組み込むか。 

今でもできるのかなと思うのですけれ

ど、それについては垣根があるのかないの

か、お願いします。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） ただいま

の住宅支援の介護職の拡充でございます

が、そちらについては事業所のアンケート

をもとに前向きに検討してまいりたいと思

っております。 

よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） なかなか前向き

な回答が多くてほっとします。 

なぜ、私が介護のことだけ１本に絞った

かというと、意外と美幌町の介護職の人方

は、あちらこちらに行っているのです。 

実は、私の知り合いも北見で介護施設を

経営しているのですけれど、給料は北見の

ほうが１.２倍ぐらい高いので、そこに人が

集まってしまう。聞くと給料、あとは待遇

ですね。 

やはり、きちんとした待遇のところ、給

料のいいところに人が集まっていて、いい

人方が美幌町からも相当数行っている。 

多分、福祉部も気づいている思うのです

けれど、逆にその人方にもう１回美幌町に

戻ってきてくれと。 

今度出来上がる新しい施設も、ぜひ美幌

町内の取り合いではなくて、美幌町外に行

ってしまった人を呼ぶか、このような支援

策で新しい介護職を増やす政策ができない

のかなと。 

ですから、人を増やすためには今の施設

の在り方、そして、美幌町の支援の仕方を

もう１回逆算してやっていけば、手がある

のかなと。 

人がいなければ介護が成り立たないと思

うので、各施設でどこから来ているのか、

そして、美幌町以外のあちらこちらの町に

行っている介護職をもう１回戻すことがで

きないのか、その辺を人数的に部局で分か

っていればお願いしたいのですが。 

○議長（大原 昇君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（中尾 亘君） 介護職の

不足については美幌町に限らず、議員おっ

しゃるとおり全道、全国的に不足しており

まして、今後また不足していくのだろうと

思います。 

それで、美幌からどこに流出しているか

とか、逆に町外から美幌に来ているという

のは、現在町では押さえておりませんの

で、御了承をお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） ちょっと無理難

題かもしれませんけれど、私の知っている

限りは相当の人数が行っていると北見の業

者から聞いています。 

ただ、それは北見の業者の話ですから、

北見以外でも経営している業者はいっぱい

いますよね。 

ですから、一つの業者が介護施設を１軒

だけでなく複数というのが多くなっていま

すので、網走の業者でも、北見の業者でも

美幌町がしっかり手を結べば、人も回る

し、施設も安定すると。 

美幌町の介護に携わる人方が安心して働

く場ができるのかなと思いますので、ぜひ

今後第９期を目指して、介護保険制度の変

更、ケアハウス、そしてサ高住も含めて検

討に入る場合、人材確保・育成についてし

っかりとした美幌町の対応策を打ち出すべ

きと。 

最後に、第９期になる前からある程度発
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表していい時期かなと思うのですけれど、

その辺の取組について、町長、前向きな検

討があれば、ぜひお願いします。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 今、議員おっ

しゃられた介護に関しまして、最近、介護

難民ですとか、２０２５年問題だとか、２

０４０年問題だとか、非常に不安をあおる

ような言葉が、報道、マスコミ等々から流

れてきている現実があります。 

そのような中で、先ほど、実際に本町に

おける施設のお話がありました。 

介護保険制度につきましては、もともと

在宅介護がメインとして進んできた制度で

はあるのですけれども、いかんせん北海道

は家制度というもののなじみが余りないも

ので、施設介護が重点的に進んできた経過

があろうかと思います。 

その中で、以前は公的施設と言われたケ

アハウスですとか特養、老健等々が主な施

設区分だったのですけれども、近年、民間

施設と言われる、先ほどおっしゃられたグ

ループホームですとか、サ高住という施設

種別も多岐にわたっている現状にありま

す。 

それらの施設につきましては、要介護度

ですとか、認知度合いなどの身体要件がま

ちまちに変わってくるだとか、自立者を対

象とした施設につきましては、それぞれ入

居される方のニーズというものも多岐にわ

たっていると思います。 

それらに対して、今後、豊かな老後を過

ごしていただくために、どのような施設を

皆さんが望んでいるのか、そして今後の人

口ですとか、年齢層がどう推移していくの

か、また、町内ではなくて広域的な対応で

は駄目なのかとか、いろいろな選択肢の中

で議論しながら、本町にとって最も有効な

手法をとって、美幌町における福祉施策と

いうものを充実させていきたいなと思って

います。 

また、先ほど担い手不足というお話もい

ただきました。 

年金と同じように、お一人を支える人数

といいますか、昔は６５歳一人に対して

９．１人で支えていただとか、２.４人で支

えていたとか、だんだん下がってきていま

すけれども、厚労省では、高齢者も支え手

側に回るというビジョンが現れ始めてきて

います。 

そのような中で、議員おっしゃられると

おり、介護の担い手という部分の確保とい

うのが、本町にとっても喫緊の課題である

ことは間違いありません。 

それらの職員の方をいかにして美幌町の

ヘルパー事業所ですとか、各事業所に来て

いただけるようにすればいいのかというこ

とも併せて研究していきながら、次年度以

降の策定委員会にかけて、皆様の御意見を

頂戴しながら、有効に進めてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 部長のおっしゃ

ることが町長答弁だと思って聞いていまし

たので、今言ったとおり、介護は種類が多

いのですよね。 

自立支援制度もあれば介護認定、支援制

度もあるし、在宅もあれば通所もある。 

そして、年齢に限らず体の不自由な方、

あとは、家で寝たきりの方だとかを入れま

すと、本当にどの方がどのパターンに当た

るというのはなかなか難しくなってきたの

がこの世の中だなと。それを介護という言

葉でくくれないのかなと。 

体が悪い人に自立支援といっても、自立

できる形が相当きついのに、言葉だけが先

に行ってしまっていて、なかなか先行かな

い制度。 

美幌町にはいろいろな支援団体がありま

すけれど、そのような団体の子供たちの世

話をするのも、そして介護福祉の人の働き

場をつくるのも、行政ももちろんですが、
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民間事業者も頑張らないといけない。 

ですから、私は介護福祉については、行

政だけでなくて、行政が地元の業界としっ

かり手を結ぶことでできると。 

先ほどそのような会議があると聞きまし

たので、次の第９期目がけて、令和５年度

の当初から動きが始まるのかなと。 

ぜひ、ほかの町から美幌町に施設をつく

る予定があると発表したホテルの会社も、

しっかりと確認を取って、早め早めに動く

ことも必要かと思うのですけれど、町長、

総じて何かいい意見がありましたら、ぜひ

述べてください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 介護全体のことに

ついては、部長から答弁した部分に尽きる

ことだと思っています。 

高齢者の担い手という話の中でいけば、

今後は介護を受ける人が増えるだろうと。

それに合わせて、介護をする人が当然少な

くなると考えれば、生まれてくる人たちは

少ないのですけれども、長生きされる方で

介護を受ける人が増える、介護する人が少

ないという考えよりも、介護を受ける人た

ちをどう少なくするかということを日常的

に考えていく必要があると。それと、高齢

の方が元気であれば、介護は可能かなと思

っています。 

いろいろな形でいけば、例えば、当然、

身体の衰えとかそのようなものがあって、

重いものを持つときには、ＩＴ技術を使っ

て補助するものが出来たりとか、それから

外国の方も一つの手法でありますけれど

も、万が一、日本語は難しいというのであ

れば、それを変換するようなものがあった

りと。 

時代とともに、いろいろなことをきちん

と皆さんと協議しながら、手法を考える必

要があるというか、考える時期に来ている

のかなと思っています。 

私が強調したいのは、介護を受けざるを

得ない方はもう仕方がないので、それを受

ける人が少なくなるように皆さんとの努

力、それから介護する方がどうしてもいな

くて、高齢の方が介護せざるを得なくなっ

たときにどうフォローできるかと。隣近所

というのが難しいとするならば、そのよう

なこともしっかり考えていく必要があると

思っております。 

いずれにしても、現時点で言えること

は、今お話したことは、町としてしっかり

進める必要があると考えております。 

○議長（大原 昇君） １２番松浦和浩さ

ん。 

○１２番（松浦和浩君） 最後、町長おっ

しゃったとおり、いろいろな方面、いろい

ろなバランスの中で、美幌町が何をやらな

ければいけないのか。 

それは、医療だとか、予防も含めて、

今、部局もあちらこちらで頑張っていま

す。 

その音頭を最後まで町長が先頭となっ

て、医療・福祉・介護について、新しい美

幌町をつくるのに頑張ってもらいたいとい

う意見を言いまして、一般質問を終わりま

す。 

○議長（大原 昇君） これで、１２番松

浦和浩さんの一般質問を終わります。 

以上で、本日の一般質問を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎散会宣告 

○議長（大原 昇君） 以上で、本日の日

程は全部終了しました。 

本日はこれで散会します。 

御苦労さまでした。 

 

午後３時４５分 散会   
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